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第１ 公共施設等総合管理計画について 
１ 背景 

本町は、平成 16 年 10 月に旧羽須美村、旧瑞穂町、旧石見町の三町村が合併

し誕生しました。合併前・合併後どちらにおいても、多様化する町民サービス

の向上を図るため、さまざまな公共施設を整備してきました。 

過去に整備してきた公共施設の多くは、現在は建設から相当の年数が経過

し、順次大規模な改修や建替えが必要となることが見込まれています。 

しかし、現在の我が国の情況は、人口減少や少子高齢化、地震をはじめとす

る自然災害への不安の高まりなど、大きな変革期を迎えており、我が邑南町も

その例外ではありません。 

人口減少や少子高齢化の進行は今後も予想され、税収等の歳入減少は避け

られない状況にあり、全ての公共施設について維持管理や更新等に十分な予

算を確保し、安心して施設を利用していただくことが困難になる可能性もあ

ります。また、時代と共に変化する町民ニーズに対して、本町も変革が求めら

れます。 

そこで、公共施設のあり方を検討するとともに、道路や上下水道などのイン

フラも対象とした公共施設等の管理の基本的な方針を定めた「公共施設等総

合管理計画」を平成 28 年度に策定し、施設の維持管理・更新を推進してきま

した。 

一方、策定時の根拠とした総務省通知「公共施設等総合管理計画の策定等に

関する指針」（平成 26 年４月 22 日）について、現在までの間に３度の改定（平

成 30 年２月 27 日、令和４年４月１日、令和５年 10 月 10 日）があり、ユニ

バーサルデザイン化の推進方針や脱炭素化の推進方針等、新たに検討すべき

事項が示されています。 

また、策定から６年が経過していることから、環境の変化を踏まえ、本町に

おける公共施設等の適正な管理をより推進する観点から、現行の総合管理計

画の改訂を行います。 

 

 

２ 目的 

町の運営状況を考えると、全ての公共施設について今後もそのまま維持し

続けることは困難であり、また、町民ニーズの変化に合わせて公共施設のあり

方について見直す必要があります。既存の公共施設をできる限り有効に活用

するとともに、地域にどのような公共施設が必要であるか、客観的なデータを

もとに町民の方々を交えて検討していく必要があります。 

公共施設等総合管理計画では、人口減少や少子高齢化などへの持続可能な
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町民サービスの提供のため、町民や議会、関係団体の皆様のご理解とご協力を

いただきながら公共施設等の適正な配置や計画的な保全を推進するための公

共施設等マネジメント基本方針を定めます。 

 

３ 計画期間及びフォローアップの実施方針 

本計画の計画期間は、令和６年度から令和 35 年度までの 30 年間とし、計

画の進捗状況について、毎年度フォローアップを行います。 

 

【参考：公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂の変遷】 

 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について 

（平成26年４月22日） 

 

 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂について 

（平成30年２月27日） 

改訂の概要  ・公共施設等の現況及び将来の見通しの記載内容の整理 

・ユニバーサルデザイン化の推進方針の記載の追加 

・PDCAサイクルの推進方針の記載の追加 

 

 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂等について 

（令和４年４月１日） 

改訂の概要 ・公共施設等の現況及び将来の見通しの記載内容の整理 

・脱炭素化の推進方針の記載の追加 

・数値目標や、保有する財産の活用や処分に関する基本方針

等の記載が望ましい方針の整理 

 

 

公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂について 

（令和５年10月10日） 

改訂の概要 ・個別施設計画との整合性について、具体的な整理方法を記載 

・総合管理計画策定・改定にあたっての留意事項の整理 
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第２ 本町の概況 

１ 地勢 

本町は、島根県の中央部、県庁の所在地である松江市の南西に位置し、西側

は浜田市、北側は江津市・川本町・美郷町、南側は広島県安芸高田市・北広島

町、東側は広島県三次市に囲まれており、面積は 419.2 km²と島根県内の町村

では最も広大な面積を持つ地域です。また、町の全域が豪雪地帯対策特別措置

法における豪雪地帯に指定されています。 

 

（１）地形的条件 

中山間地に代表的な盆地の多い地形で、町の東側の羽須美地域をはじめ低

地の割合も多く、そのほとんどは標高 100～600ｍの地域となっています。ま

た、瑞穂地域、石見地域の南側から西側にかけては中国山地の 1,000ｍ級の急

峻な地形も分布しています。 

町の東部と広島県の境には、中国地方最大の河川である江の川が北流して

おり、山間部の高地を、出羽川、濁川とその支流など、江の川に流入する多く

の河川が浸食したことにより、地域内に盆地と山地の組み合わせによる美し

い景観をもたらしています。 

 

（２）交通条件 

交通条件は、町内を縦断する形で国道261号線が走っており、そのやや西側

に町役場等の機能が集積した地域となっていて、高速道路である浜田自動車

道も町内の南西部に架かっています。 

町内においては、民間バスである高速バスいさりび号、石見交通銀山号、備

北交通作木線の乗り入れはありますが、町内の移動については町営の路線バ

ス及び混乗スクールバス１３路線を運行しており通学や通院等の利用者が多

い状況です。 

しかしながらバスの便数は少なく、バス利用が難しい高齢者も増えており、

町村合併前（平成16年）の旧町村の範囲ごとにデマンド交通やタクシー利用

助成事業を実施中です。 

 

（３）歴史的条件 

明治４年（1871年）の島根県（当時 浜田県）設置時、邑智郡内は37の地

区に分かれていました。明治22 年（1889年）、島根県内の市制・町村制の施

行と、昭和28 年（1953年）から昭和36年（1961年）にかけての昭和の大合

併により、旧羽須美村、旧瑞穂町、旧石見町の３つの行政区域が成立しまし
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た。その後、３町村はそれぞれの特色あるまちづくりを進めてきましたが、

平成16年（2004年）10月１日に町村合併し、現在の邑南町が誕生しました。 

 

本計画ではこれら地勢的な各種条件への対応を前提とした検討を行います。 

 

２ 都市構造とまちづくりの方向性 

邑南町第２次総合振興計画（2016 年度～2025 年度）では、恒常的なまちづ

くりのあるべき姿として「心かよわせ ともに創る 邑南の郷」を定め、①地

域が自立し、未来へ共に歩む協働のまち(地域コミュニティ・一体感醸成)、②

豊かな自然と共生し、安心して住み続けられるまち(環境・防災・防犯・定住)、

③ふるさとを学び、人と文化を育む心豊かなまち(教育・文化)、④地域資源を

生かした活力あふれるまち(産業)、⑤交流と暮らしを支える利便性の高いま

ち(交通・情報・交流)、⑥地域で支え合い誰もが健康で生涯元気なまち(保健・

医療・福祉)、の６つをまちづくりの基本目標に掲げています。 

本計画ではこれら既存計画との整合性を図ります。 
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【本町の基本計画】 

    

 

（出所：「邑南町第２次総合振興計画」より抜粋） 
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３ 人口推移と今後の見通し 

本町における昭和 55 年（1980 年）以降の人口推移を見ると、昭和 60 年（1985

年）の 15,795 人をピークに減少傾向にあり、昭和 60 年（1985 年）から令和

２年（2020 年）にかけて、人口は 5,632 人（35.7％）減少しています。 

人口構成を見ると、15 歳未満人口の減少、65 歳以上人口の増加が顕著であ

り少子高齢化が進んでいます。特に、昭和 60年（1985 年）から令和２年（2020

年）までに 15 歳未満人口は半数以上減少した一方で、65 歳以上人口は大きく

増加しています。 

また、将来人口の推計において、本町の人口はさらに減少傾向が続き、令和

12 年（2030 年）には 8,479 人（令和２年(2020 年)比 16.6％の減少）、令和 22

年（2040 年）には 7,185 人（同 29.3％の減少）、令和 32 年（2050 年）には

6,043 人（同 40.5％の減少）になると予測されています。 

年齢別に見ると、令和 32 年（2050 年）には、15 歳未満人口の割合は 9.1％、

15～64 歳人口の割合は 42.0％にまで減少し、65 歳以上人口割合は 48.9％ま

で上昇すると予測されています。 

 

【人口推移と将来人口の推計】 

 

 

（出所：国立社会保障・人口問題研究所、「日本の地域別将来推計人口（令和５

（2023）年推計）」より作成） 
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４ 財政状況 

（１）歳入の推移 

ア 概要 

令和４年度（2022年度）における歳入総額は142.5億円と、平成30年度

（2018年度）と比較して23.0億円増加しています。今後は人口減少等の影

響により地方税等の減少が見込まれるため、本町の歳入は現在より減少

することが見込まれます。 

歳入の内訳を財源別に見ると、町が国等に依存せず自己で調達する自

主財源は、令和４年度（2022年度）は28.6億円であり、平成30年度（2018

年度）と比較して3.5億円増加ですが、繰入金や寄附金の増加によるもの

で、安定的に見込める収入ではありません。 

また、依存財源である地方債、国庫（県）支出金、地方交付税の合計は、

令和４年度（2022年度）は113.9億円であり、平成30年度（2018年度）と

比較して、19.5億円程度増加しています。依存財源は、施設整備に連動し

て増減する国庫（県）支出金等に依存して変動しやすいものです。なおか

つ、令和２年度（2020年度）から令和４年度（2022年度）にかけては新型

コロナウイルス感染症に関連する交付金などにより国庫支出金や都道府

県支出金が一時的に増加していたことが要因です。今後の人口減少の影

響を鑑みると、歳入は減少することが見込まれます。 
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【歳入の推移】 

 
 

【自主財源と依存財源の推移】 
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（２）歳出の推移 

ア 概要 

本町の令和４年度（2022年度）の歳出総額は 138.7億円と、平成30年度

（2018年度）と比較して、21.5億円増加しています。 

歳出の内訳を見ると、公債費を除きいずれも増大しています。また、投

資的経費等の構成割合は、平成30年度（2018年度）は11.8%でしたが、令

和４年度（2022年度）には22.7%まで上昇しました。 

また、公債費の構成割合は、平成18年度（2006年度）は23.3％でしたが、

新発債の抑制、補償金免除繰上償還の実施（2006年度～2010年度にかけて

元金約15億円）等により平成27年度（2015年度）に15.6％、令和４年度

（2022年度）には11.0%まで低下しました。 

このように、増大する歳出の財源を公債費等の縮減により確保してい

る状況であり、このままでは将来、公共施設等の更新需要が到来する時期

に投資的経費の財源確保が非常に困難になることが想定されます。 

 

【歳出の推移】 

 

 

 

  



 

11 

 

 

（３）主要財政指標の推移 

ア 財政力指数 

財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す指数で、財政力指数が高い

ほど、税収等の自己財源が多いことを表し、１を超えると地方交付税が交

付されなくなります。 

本町の財政力指数は、令和４年度（2022年度）では0.18と県内平均の

0.25よりも低くなっています。 

 

【財政力指数の推移】 

 

イ 経常収支比率 

経常収支比率は、地方税、普通交付税などのように使途が特定されてお

らず、毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）のうち、人件

費、扶助費、公債費などのように毎年度経常的に支出される経費（経常的

経費）に充当されたものの占める割合です。この数値が高いほど、財政が

硬直化している状況を表します。 

本町の経常収支比率は、令和４年度（2022年度）では91.4％と県内平均

の90.4％よりも高くなっています。 

 

【経常収支比率の推移】 
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ウ 実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計が税金で負担する地方債の元利返済度の

大きさを比率で表す指標です。「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成19年法律第94号）」における早期健全化基準は25％、財政再生基

準については35％とされており、これらの比率以上になると、地方債の発

行に当たり、一定の制約が課されることとなります。 

本町の実質公債費比率は、令和４年度（2022年度）では13.2％と県内平

均の11.2％よりも高くなっています。 

 

【実質公債費比率の推移】 

  

エ 将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計が将来税金で負担すべき実質的な負債の大

きさを比率で表す指標です。「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

における早期健全化基準については、市町村（政令指定都市は除く。）は

350％とされており、この比率以上になると、財政健全化計画の策定が義

務付けられることとなります。 

本町の将来負担比率は、令和４年度（2022年度）では79.7％と県内平均

の89.7％よりも低くなっています。 
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【将来負担比率の推移】
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第３ 公共施設等に関する現状と課題 

１ 公共施設の概況 

（１） 公共施設の状況に関する他団体比較 

本町の人口に対する公共施設の保有面積について、総務省等公表資料（公

共施設状況調）をもとに類似団体（町村類型Ⅲ-0）と比較しました。 

 

【人口と建物延床面積の比較】 

 
（出所：「公共施設状況調経年比較表 市町村経年比較表（平成18年度～令和

３年度）」（総務省）の令和３年度値、各市町住民基本台帳（令和４年１月１

日時点）より作成） 

 

本町の公共施設保有面積（156,522㎡）1は、同程度の人口を有する類似団

体と比較して多くなっています。 

  

                         
1 本町の各種数値は次節以降で対象としている公共施設（Ｐ８～Ｐ11）と対象となる面積

が異なることなどから次節以降に記載する延べ床面積とは一致しません。 
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【住民１人当たり建物面積】 

 

 

（２） 有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産（償却資産）の減価償却累計額 

を取得価額で除した指標であり、資産老朽化の度合いを示します。 

本町の令和3年度末における事業用資産及びインフラ資産の有形固定資

産減価償却率はそれぞれ72.8%、60.7%となっています。事業用資産及びイン

フラ資産のそれぞれについて平成29年度末と比較して約7%前後増加してお

り、資産の老朽化が進んでいると言えます。 

特に事業用建物については、施設数も多く、資産の老朽化により今後見込

まれる多数の修繕や更新対策が課題となっています。 

 

【有形固定資産減価償却率の推移】 
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２ 公共施設等の現状（本町の状況） 

（１）対象とする公共施設等 

本計画において対象とする公共施設等は、小中学校等の学校教育系施設、

町民文化系施設、公営住宅、スポーツ・レクリエーション系施設など、広く

町民に利用される公共施設（公共建築物）、及び道路・橋りょう・上下水道

施設などの公共インフラ等とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<公共施設（公共建築物）> 

町民文化系施設 

社会教育系施設 

スポーツ・レクリエーション系施設 

産業系施設 

学校教育系施設 

子育て支援施設 

保健・福祉施設 

医療施設 

行政系施設 

公営住宅 

その他 

<インフラ> 

道路 

橋りょう 

トンネル 

公園 

上下水道  

など 

本計画の対象範囲 

【公共施設等】 
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（２）公共施設の保有状況 

① 本計画において対象とする公共施設の施設類型別一覧 
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② 本計画において対象とする公共施設の一覧 

※建築物が複数ある場合、「竣工」はそのうち代表的な建築物のもの 

 

【町民文化系施設】（60施設） 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡）
竣工 耐震補強

御謝山自治会館 石見 328.0 昭和55年度 未実施

大沢会館 石見 202.0 昭和58年度 －

加茂山自治会館 石見 200.0 昭和56年度 －

原山自治会館 石見 200.0 昭和55年度 未実施

いわみ中央自治会館 石見 276.0 昭和57年度 －

中野中央自治会館 石見 200.0 昭和49年度 未実施

中野北区自治会館 石見 189.0 昭和49年度 未実施

茅場自治会館 石見 197.0 昭和50年度 未実施

中野西区自治会館 石見 271.0 昭和50年度 未実施

断魚自治会館 石見 255.0 昭和51年度 未実施

井原東自治会館 石見 320.0 昭和50年度 未実施

井原南区自治会館 石見 189.0 昭和51年度 未実施

井原西区自治会館 石見 280.0 昭和51年度 未実施

福原自治会館 石見 244.0 昭和53年度 未実施

吉原丸子自治会館 石見 191.0 昭和51年度 未実施

春日自治会館 石見 176.0 昭和54年度 未実施

日貫中央自治会館 石見 409.0 昭和51年度 未実施

山の内自治会館 石見 237.0 昭和53年度 未実施

桜井自治会館 石見 290.0 昭和53年度 未実施

日和中央自治会館 石見 278.0 昭和61年度 －

日和東自治会館 石見 324.0 昭和53年度 未実施

矢上農村環境改善センタ－ 石見 3,019.0 昭和57年度 ―

矢上公民館（矢上交流センター） 石見 1,459.1 平成20年度 ―

中野公民館 石見 719.0 平成5年度 ―

井原公民館（井原多目的集会所） 石見 1,317.6 昭和54年度 実施済

日貫公民館（日貫農業構造改善センター） 石見 1,318.5 平成4年度 ―

日和公民館（日和健康増進施設） 石見 1,258.4 昭和58年度 ―

日和公民館日和分館 石見 538.0 昭和61年度 実施済

上田所自治会館（上田所交流センター） 瑞穂 546.0 平成8年度 －

四つ葉自治会館 瑞穂 299.0 平成15年度 －

亀谷自治会館 瑞穂 388.0 昭和52年度 未実施

西鱒渕自治会館 瑞穂 249.0 昭和57年度 －

久喜多目的集会所 瑞穂 249.0 昭和57年度 －

和田原自治会館 瑞穂 287.0 平成15年度 －

高海自治会館 瑞穂 299.0 平成15年度 －

市木公民館（総合交流ターミナル） 瑞穂 1,088.0 平成9年度 ―

田所公民館（山村開発センター） 瑞穂 1,524.0 平成25年度 ―

出羽公民館（いきいきセンターみずほ） 瑞穂 1,020.9 平成4年度 ―

健康センター「元気館」 瑞穂 5,593.0 平成17年度 ―

久喜林間学舎 瑞穂 479.0 平成4年度 ―

高原公民館（高原農村環境改善センター） 瑞穂 1,166.0 昭和56年度 ―

布施公民館 瑞穂 700.0 平成9年度 ―

三日市集会所 瑞穂 135.0 昭和51年度 ―

高原公民館高原分館 瑞穂 382.0 昭和42年度 未実施

市木公民館市木分館 瑞穂 472.0 平成16年度 未実施

集会施設
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【社会教育系施設】（９施設） 

 

【スポーツ・レクリエーション系施設】（21 施設）

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡）
竣工 耐震補強

戸河内自治会館 羽須美 192.0 平成15年度 未実施

阿須那自治会館 羽須美 532.0 昭和27年度 未実施

宇都井いこいの家 羽須美 44.0 昭和30年度 未実施

宇都井区自治会館 羽須美 223.0 昭和38年度 未実施

雪田区自治会館 羽須美 250.0 昭和56年度 －

上口羽自治会館 羽須美 199.0 平成15年度 －

口羽町自治会館 羽須美 364.0 昭和38年度 未実施

上田自治会館 羽須美 250.0 昭和56年度 －

はすみリゾートセンター 羽須美 664.3 昭和49年度 未実施

戸河内分館 羽須美 256.0 昭和36年度 実施済

阿須那集会所 羽須美 145.0 昭和26年度 ―

口羽公民館（邑南町口羽中央集会所） 羽須美 1,142.6 平成19年度 ―

西ノ原集会所 羽須美 144.4 昭和52年度 ―

上ヶ畑集会所 羽須美 156.6 平成16年度 ―

阿須那公民館（はすみ文化プラザ） 羽須美 1,534.0 平成8年度 ―

35,859.4合計

集会施設

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

食の学校 石見 142.0 平成26年度 －

邑南町指定文化財旧山﨑家住宅（隅屋） 石見 600.0 平成9年度 －

ハンザケ自然館上田所観察施設 瑞穂 152.0 平成11年度 －

瑞穂ハンザケ自然館 瑞穂 425.1 平成11年度 －

邑南町郷土館 瑞穂 577.0 昭和62年度 －

円の板観察施設 瑞穂 60.0 平成11年度 －

雪田伝承の館 羽須美 97.2 平成6年度 －

地域民芸品等保存伝習館 羽須美 409.0 昭和58年度 －

2,462.3

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

図書館 邑南町立図書館　　　　　　　　　　 瑞穂 600.0 平成3年度 －

600.0

合計

博物館等

合計

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

矢上屋内多目的コート 石見 1,184.0 平成5年度 －

いわみスタジアム 石見 441.0 平成8年度 －

邑南町立中野体育館 石見 815.5 昭和49年度 実施済み

邑南町立高原体育館 瑞穂 750.0 昭和34年度 未実施

瑞穂球場 瑞穂 225.0 昭和57年度 －

瑞穂武道館（旧御幸ケ丘施設／登録有形文化財） 瑞穂 335.0 昭和44年度 未実施

はすみ温水プール 羽須美 380.6 昭和61年度 －

邑南町立羽須美体育館 羽須美 1,059.8 平成9年度 実施済み

はすみ交流センター 羽須美 537.0 昭和62年度 －

5,728.0

スポーツ施設

合計
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【産業系施設】（12 施設） 

 

  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

香木の森公園（クラフト館等） 石見 1,290.8 平成3年度 －

香木の森公園（香夢里） 石見 289.0 平成2年度 －

香木の森公園（バンガロー） 石見 360.0 平成5年度 －

青少年旅行村 瑞穂 604.0 平成8年度 －

道の駅〃瑞穂〃 瑞穂 680.0 平成5年度 －

出羽道の駅 瑞穂 52.0 平成7年度 －

邑南町ふれあい公園 瑞穂 362.0 平成10年度 －

ほたるの館 羽須美 306.0 平成8年度 －

わんぱく館 羽須美 537.0 平成16年度 －

4,480.8

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

いこいの村しまね 石見 5,234.2 昭和53年度 実施済み

農林漁業体験施設（香遊館） 石見 913.0 平成10年度 －

いわみ温泉活用施設（霧の湯） 石見 961.0 平成10年度 －

7,108.2

レクリエーション施設・
観光施設

保養施設

合計

合計

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

堆肥化処理施設茅場処理場 石見 1,020.6 平成10年度 －

堆肥化処理施設基幹処理場 石見 1,740.0 平成10年度 －

堆肥化処理施設日和処理場 石見 557.0 平成10年度 －

ふれあい体験農園休憩所・倉庫 石見 130.5 平成10年度 －

農産物処理加工施設 瑞穂 104.0 平成6年度 －

共同処理加工施設 瑞穂 133.0 昭和59年度 －

農林水産物集出荷貯蔵施設 瑞穂 1,302.0 平成14年度 －

婦人若者等活動促進施設 羽須美 144.1 平成12年度 －

農作業準備休憩施設 羽須美 130.5 平成13年度 －

川舟管理施設 羽須美 172.3 平成13年度 －

猪肉加工場 羽須美 153.5 平成7年度 －

育苗施設 羽須美 404.7 平成9年度 －

5,992.2

産業系施設

合計
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【学校教育系施設】（29施設） 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

矢上小学校 石見 2,639.0 昭和57年度 －

日貫小学校 石見 2,188.0 昭和59年度 －

石見東小学校 石見 2,332.0 昭和47年度 実施済

石見中学校 石見 4,642.0 昭和41年度 実施済

高原小学校 瑞穂 2,790.0 昭和44年度 実施済

瑞穂小学校 瑞穂 3,056.0 昭和39年度 実施済

瑞穂中学校 瑞穂 4,018.0 昭和49年度 実施済

市木小学校 瑞穂 1,239.0 昭和47年度 実施済

口羽小学校 羽須美 2,309.0 昭和45年度 実施済

阿須那小学校 羽須美 2,514.0 昭和48年度 実施済

羽須美中学校 羽須美 3,808.0 平成7年度 －

31,535.0

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

邑南町西学校給食センター 石見 393.0 平成3年度 －

教育支援センター 石見 61.4 平成12年度 －

中野教職員住宅 石見 376.8 昭和61年度 －

森実教職員住宅 石見 66.3 昭和41年度 未実施

日貫教職員住宅 石見 80.0 昭和27年度 未実施

日和教職員住宅 石見 175.7 昭和45年度 未実施

邑南町東学校給食センター 瑞穂 778.0 平成17年度 －

市木教職員住宅 瑞穂 100.0 昭和46年度 未実施

市木町教職員住宅 瑞穂 100.0 平成4年度 －

三日市教職員住宅 瑞穂 198.0 昭和54年度 未実施

立町教職員住宅 瑞穂 100.3 平成15年度 －

段ノ原教職員住宅 瑞穂 160.0 平成7年度 －

田本教職員住宅 羽須美 82.0 昭和61年度 －

阿須那町教職員住宅 羽須美 164.0 昭和55年度 －

根布教職員住宅 羽須美 101.6 平成28年度 －

瑞穂バスターミナル車庫・用務員室（鱒渕） 羽須美 185.0 平成4年度 －

スクールバス事務所・車庫（阿須那） 羽須美 31.0 平成24年度 －

スクールバス車庫（阿須那） 羽須美 39.0 平成15年度 －

3,192.0

学校

その他教育施設

合計

合計
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【子育て支援施設】（１施設） 

 

 

【保健・福祉系施設】（７施設） 

 

 

【医療施設】（５施設） 

 

 

【行政系施設】（９施設） 

 
  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

子育て支援施設 いちぎ児童クラブ 瑞穂 39.0 昭和63年度 －

39.0合計

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

石見デイサービスセンター 石見 539.5 平成3年度 －

高齢者ふれあいプラザ 石見 362.0 平成10年度 －

瑞穂東デイサービスセンター 瑞穂 1,031.3 昭和63年度 －

瑞穂西デイサービスセンター 瑞穂 1,039.0 平成8年度 －

はあもにぃはうす（旧啓明寮） 瑞穂 2,163.0 昭和52年度 未実施

安心センターはすみ 羽須美 2,986.4 平成4年度 －

知恵工房 羽須美 66.0 平成12年度 －

8,187.2

高齢福祉施設等

合計

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

井原診療所 石見 130.0 昭和50年度 未実施

日貫診療所 石見 160.0 昭和54年度 未実施

矢上診療所 石見 379.3 平成30年度 －

矢上診療所医師住宅 石見 136.8 令和元年度 －

阿須那診療所 羽須美 406.0 平成13年度 －

1,212.1

医療施設

合計

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

邑南町役場庁舎 石見 4,194.4 平成6年度 －

邑南町瑞穂支所 瑞穂 604.5 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所車庫A 瑞穂 93.0 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所車庫B 瑞穂 98.1 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所車庫C 瑞穂 34.9 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所倉庫（事業部） 瑞穂 53.0 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所マイクロバス車庫 瑞穂 99.0 平成22年度 －

邑南町羽須美支所 羽須美 789.9 平成18年度 －

5,966.8

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

その他行政系施設 おおなんケーブルテレビ放送センター 瑞穂 381.1 平成20年度 －

381.1

合計

庁舎等

合計
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【公営住宅】（48施設） 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

町営町西住宅 石見 191.1 昭和46年度 実施済

町営郡山団地 石見 314.0 昭和42年度 実施済

町営郡山2号団地 石見 511.3 昭和48年度 平成17年度

町営御謝山住宅 石見 413.4 昭和17年度 実施済

町営幸米住宅 石見 170.0 昭和46年度 実施済

町営青葉住宅 石見 879.4 昭和47年度 実施済

町営天蔵寺住宅 石見 302.2 昭和48年度 実施済

町営七日市住宅 石見 565.0 昭和49年度 実施済

町営矢上住宅 石見 277.3 昭和51年度 実施済

町営日和住宅 石見 388.2 昭和51年度 実施済

町営日貫住宅 石見 409.2 昭和51年度 実施済

町営京町住宅 石見 221.8 昭和53年度 昭和59年度

町営矢上団地 石見 3,049.0 昭和51年度 未実施

町営森実住宅 石見 690.7 平成3年度 未実施

特定優良賃貸住宅　森実団地 石見 152.3 平成30年度 未実施

町営日南原２号団地 石見 827.4 平成18年度 未実施

特定公共賃貸住宅日南原２号団地 石見 331.2 平成18年度 未実施

若者定住住宅日貫団地 石見 305.5 平成19年度 未実施

高原住宅（Ｓ４８建設） 瑞穂 193.5 昭和48年度 －

高原住宅（Ｓ５４建設） 瑞穂 315.7 昭和54年度 －

出羽住宅（Ｓ４８建設） 瑞穂 193.5 昭和48年度 －

出羽住宅（Ｓ５３建設） 瑞穂 277.3 昭和53年度 －

順庵原住宅 瑞穂 434.7 昭和47年度 実施済

市木住宅 瑞穂 277.3 昭和53年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５４） 瑞穂 315.7 昭和54年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５５） 瑞穂 631.2 昭和55年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５６） 瑞穂 649.2 昭和56年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５７） 瑞穂 459.5 昭和57年度 －

町営三本松住宅 瑞穂 2,315.2 昭和58年度 －

町営十日市住宅 瑞穂 3,054.2 昭和62年度 －

町営段の原住宅 瑞穂 1,069.8 昭和63年度 －

町営市木町住宅 瑞穂 432.9 平成4年度 －

特定公共賃貸住宅新段の原団地 瑞穂 431.0 平成8年度 －

特定公共賃貸住宅　中組団地 瑞穂 517.6 平成10年度 －

町営住宅　中組団地 瑞穂 140.3 平成29年度 －

地域優良賃貸住宅　中組団地 瑞穂 165.5 平成30年度 －

若者定住促進住宅立町団地 瑞穂 720.4 平成14年度 －

市木ＵＩターン者定住促進住宅 瑞穂 286.4 平成24年度 －

布施団地 瑞穂 142.3 平成28年度 －

高原団地 瑞穂 71.1 令和4年度 －

坂谷団地 羽須美 454.1 昭和53年度 実施済

細里町営住宅 羽須美 241.0 昭和51年度 実施済

田本第二住宅 羽須美 665.5 昭和62年度 －

特定公共賃貸住宅　戸谷団地 羽須美 345.3 平成14年度 －

若者定住住宅ニュータウン土居 羽須美 377.6 平成13年度 －

若者定住住宅ニュータウン阿須那町 羽須美 188.8 平成16年度 －

町営土居団地 羽須美 81.5 昭和62年度 －

公営住宅根布団地 羽須美 71.1 令和2年度 －

25,518.2

公営住宅

合計
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【その他】（19 施設） 

 

  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

下京倉庫 石見 166.0 昭和53年度 未実施

矢上公民館倉庫 石見 187.0 平成16年度 －

矢上駅 石見 47.9 平成29年度 －

宿泊研修施設「邑学館」 石見 608.3 平成22年度 －

邑南町斎場「水晶苑」 石見 296.2 平成6年度 －

第二邑学館 石見 1,159.3 令和5年度 －

第三邑学館（旧香賓館） 石見 243.8 平成4年度 －

路線バス乗務員待機所 瑞穂 100.0 昭和44年度 未実施

路線バス車庫（下田所） 瑞穂 180.0 昭和44年度 未実施

邑南町斎場「紫光苑」 瑞穂 385.8 平成5年度 －

除雪機格納庫 瑞穂 528.0 平成25年度 －

邑南町立久喜体育館 瑞穂 338.0 平成16年度 －

旧邑南町役場瑞穂支所（中央集会書庫） 瑞穂 756.0 昭和46年度 未実施

旧邑南町役場瑞穂支所 瑞穂 209.4 昭和34年度 実施済

石見高原駅 瑞穂 16.6 令和2年度 －

邑南町斎場「やすらぎ苑」 羽須美 243.8 平成7年度 －

羽須美スクールバス車庫 羽須美 129.0 平成3年度 －

町営バス口羽車庫 羽須美 109.5 平成27年度 －

口羽地区公衆便所 羽須美 41.6 平成28年度 －

5,746.0

その他

合計
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（３）公共施設の類型別公共施設の保有状況 

本中間報告書が対象とする施設の面積（総延べ床面積）は144,008㎡で、

町民１人当たりでは14.6㎡となっています。 

 

【類型別公共施設の保有割合（延べ床面積）】 

 

 

延べ床面積では、平成29年３月時点では学校教育系施設が最も多く、次い

で町民文化系施設、公営住宅となっていましたが、令和6年３月時点では町

民文化系施設が最も多くなっています。 
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（４）公共施設の類型別保有状況 

本町の施設の保有状況を類型別に示すと次のとおりです。 

羽須美地区には、町民文化系施設が多くあります。また、瑞穂地区には、

公営住宅、町民文化系施設、学校教育系施設など町民生活関連の施設が比較

的多くあります。そのほか、石見地区には、町民文化系施設、公営住宅施設

が多くあります。 

 

【類型別・地区別の公共施設の面積】 
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１人当たりの公共施設面積を地区ごとに見ると、羽須美地区は全町平均

より多くなっていますが、瑞穂地区及び石見地区は少なくなっています。 

地域ごとの特性もありますが、一方では「地域偏在性」もあると言え、地

理的条件や人口分布等を踏まえて、地域ごとの公共施設のあり方を検討す

ることが必要です。 

 

【類型別・地区別の公共施設の１人当たり面積】 
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（５）公共施設の築年別の整備と耐震化の状況 

ア 概要 

本町では、人口の増加や町民ニーズの拡大等に伴って多くの公共施設

の整備を進めてきました。 

本町における公共施設の築年数は平均34年となっており、施設を適時

適切に修繕・改修した場合でも建物の耐用年数は60年2とされていること

から、過去に整備した施設は、耐用年数の半分程度が経過し、今後老朽化

の進行が懸念されます。 

 

【築年別の整備と耐震化の状況】 

 

 

竣工からの経過年数別に見ると、整備から40年以上を経過している施

設は94施設（全体の42.7％）、整備から30年以上40年未満経過している施

設は35施設（全体の15.9％）あります。このように、老朽化が進み、今後

30年で耐用年数の到来を迎える施設は全施設の過半数を占めており、将

来の施設更新の課題の顕在化が見込まれます。 

  

                         
2 日本建築学会による耐用年数の標準（いわゆる「目標耐用年数」） 

また、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による建物の耐用年数は 50 年（鉄筋

コンクリート造の事務所の場合）とされています（いわゆる「法定耐用年数」）。 
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【経過年数の状況】 

 

 

イ 公共施設の類型別の耐震化の状況 

現行の新耐震基準が施行された昭和56年（1981年）5月以前に整備され

た施設が多くなっており、そのうち改修等による耐震化が未実施の施設

は38施設（15,092㎡）あります。これは、全施設の17.3％（面積比10.5％）

に当たり、将来の施設更新に加え、耐震性能の確保をどのように図るかに

ついても課題です。 

また、耐震化の状況を類型別に見ると、公営住宅や学校教育系施設につ

いて耐震化を優先している状況です。一方で、町民文化系施設や子育て支

援施設、保健・福祉施設など一部の類型施設については、耐震化が必要な

施設の割合が高い状況になっています。 

 

【公共施設の類型別の耐震化の状況】 
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（６）インフラの整備状況 

ア 道路 

本町は島根県中南部の中山間に位置し、広大な面積を持つため、良好な

交通利便性を確保していくことが重要です。 

これまでに本町が整備してきた道路の農林道も含めた総延長距離は、

令和5年3月末現在で888,820ｍです。 

道路は15年ごとに舗装替えを行うことが一般的 であり、舗装替えは必

要に応じてこれまでも実施していますが、今後も道路の舗装替えが必要

になります。また、本町は豪雪地帯に指定されており、冬期間の交通の難

所があるため、これまでも整備を進めていますが未改良区間についても

引き続き整備が必要です。 

 

    イ 橋りょう 

これまでに本町が管理している橋りょうは令和5年3月末現在で511橋、

総面積29,581㎡です。これまで整備してきた橋りょうのうち約５割が、

1970～80年代に整備したものです。 

橋りょうの耐用年数を60年 とすると、今後10年内に順次、耐用年数が

到来し、以降、更新需要のピークを迎えることが想定されます。 

安心安全な道づくりのため、橋りょうについても今後も定期的に点検

を行い、必要な対策を講じる必要があります。 
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ウ 下水道 

下水道の整備は、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、簡易

排水施設、小規模集合排水処理施設、個別排水処理施設の整備を完了し

ています。また、浄化槽市町村整備推進事業による浄化槽の整備を実施

しています。 

汚水処理人口普及率について、2022年度（令和４年度）末では県平均

の83.0％を上回る、93.4となっています。下水道は生活に欠かせない重

要なインフラ施設であり、今後も引き続き普及率向上に取り組むとと

もに、維持費用の縮減に努め、経営の安定化を図ります。 

 

エ 上水道 

 簡易水道事業は、平成29年４月、統合により新たに公営企業として 

上水道事業を開始しました。上水道事業につきましては、別途、施設管

理計画等を策定しています。 

管路の総延長距離は333㎞で、その内訳は、導水施設が8.6㎞、送水施

設が16.1㎞、配水施設が308.6㎞となっています。 

 

  



 

33 

 

 

（７） 公共施設等に係る将来の概算事業費試算 

現状の公共施設等を全て保有し続ける場合に公共施設等の概算事業費が

将来、本町の財政にどのような影響を及ぼすかを試算します。 

 

ア 試算の前提条件 

（ア）公共施設 

① 概算事業費の考え方 

大規模改修及び更新費用等のほか、維持管理費用及び運営費用を含め

た施設の運営に直接関連する全てのコストを概算事業費として試算の対

象とします。 

【概算事業費の構成要素】 

項目 内容 

大規模改修費用 機能回復を目的とした、建築物の主要構造部に対す

る修繕・改修に係る費用 

長寿命化改修費用 機能向上を目的とした、建築物の主要構造部に対す

る修繕・改修に係る費用 

更新費用 建築物の更新費用 

除却費用 建築物の除却費用 

維持管理費用 小規模な修繕を含む建築物保全のための費用 

運営費用 建築物の運用直接関連する費用（直接人件費を含む） 

 

② 長寿命化による効果額の考え方 

対象施設について、現在の施設規模のまま維持し続ける場合の計画的

（時間計画）保全を想定した「単純更新パターン」と、長寿命化を行う場

合を想定した「長寿命化パターン」を試算し、それぞれの概算事業費計を

比較した差異を「効果額」として把握します。 

「単純更新パターン」では、部位ごとの修繕、大規模改修、更新に係る

周期に基づき、現在の施設規模で大規模改修、更新を行った場合の概算事

業費を試算します。 

「長寿命化パターン」では、長寿命化対象施設について築後20年・60年

に大規模改修、築後40年に長寿命化改修、築後80年に更新を行うこととし、
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これに基づき概算事業費を試算します。 

（出所：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成27年

4月）」より） 

 

 

③ 大規模改修・更新費用の設定 

大規模改修及び更新費用の試算は、延床面積に財団法人自治総合セン

ター「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推進する方

法に関する調査研究（平成23年3月）」を基礎とした単価を乗じて行います。 

 

【大分類別大規模改修単価及び更新単価一覧】 

大分類別 
大規模改修単価 

（円/㎡） 

更新単価（※） 

（円/㎡） 

①町民文化系施設 302,000 484,000 

②社会教育系施設 302,000 484,000 

③スポーツ・レクリエーション系施設 242,000 435,000 

④産業系施設 302,000 484,000 

⑤学校教育系施設 206,000 399,000 

⑥子育て支援施設 206,000 399,000 

⑦保健・福祉施設 242,000 435,000 

⑧医療施設 302,000 484,000 
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⑨行政系施設 302,000 484,000 

⑩公営住宅 206,000 399,000 

⑪その他 242,000 435,000 

※更新費用は解体費を含む。 

（出所：財団法人自治総合センター「公共施設及びインフラ資産の更新に

係る費用を簡便に推進する方法に関する調査研究（平成23年3月）」を基礎

に建設工事費デフレーター（国土交通省）補正を行った値） 

 

④ 長寿命化対策における大規模改修・長寿命化改修・更新費用の設定 

長寿命化対策における大規模改修・長寿命化改修・更新の試算は、文部

科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27 年 4 月）」に基

づく単価を基礎として一部実態に合わせたものを乗じて行います。 

 

【長寿命化対策における大規模改修・長寿命化改修・更新の基準単価の設

定】 

主体構造別 大規模改修①・② 長寿命化改修 更新 

SRC・RC・S 造 更新の 30％ 更新の 60％ 100％ 

（出所：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成27年

4月）」を基礎に一部実態に合わせた形に修正） 
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⑤ 除却費用の設定 

一般財団法人建築保全センター「建築物のライフサイクルコスト（平成31

年度版）」に基づき、下表の除却工事単価と廃棄処分単価を合計した除却単

価を採用します。なお、単価は同資料に掲載されているモデル建物から各施

設と同等条件の建物を選択するものとします。 

【除却費用の単価設定】 

モデル建物 施設分類 

除却 

単価 

（円/㎡） 

 

除却工事 

単価（円

/㎡） 

廃棄処分

単価（円

/㎡） 

小規模庁舎施設 

（1,600 ㎡未満） 

①町民文化系施設 

②社会教育系施設 

③スポーツ・レクリ

エーション系施設 

④産業系施設 

⑥子育て支援施設 

⑦保健・福祉施設 

⑧医療施設 

⑨行政系施設 

⑩公営住宅 

⑪その他 

45,800 23,700 22,100 

中規模庁舎施設 

（1,600 ㎡以上

9,000 ㎡未満） 

37,400 20,500 16,900 

大規模庁舎施設 

（9,000 ㎡以上） 
37,400 20,500 16,900 

学校 校舎 

⑤学校教育系施設 

35,800 19,300 16,500 

学校 体育館 49,600 28,200 21,400 

中層住宅 ⑩公営住宅 44,700 22,700 22,000 

（出所：一般財団法人建築保全センター「建築物のライフサイクルコスト

（平成31年）」（P.100～103）を基礎に建設工事費デフレーター（国土交通

省）補正を行った値） 
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⑥ 維持管理費用及び運営費用の設定 

令和4年度における施設別の直近実績を基礎として試算を行います。 

 

（イ）インフラ 

今後40年間、このまま現在敷設している道路及び橋りょうをそのまま

維持し続けるとして次の前提条件により試算を行います。 

種別 前提条件 

道路 （算定方法） 

 １年当たり更新費用＝敷設面積÷15 年×4,700 円/㎡ 

橋りょう （算定方法） 

 耐用年数（60 年）到来後に更新対象の橋りょうと同じ

面積で更新するとする。 

 更新単価は、PC（プレキャストコンクリート）橋は 425

千円/㎡、銅橋は 500 千円/㎡とする。 

 現在、構造が銅橋のものは銅橋で更新するが、その他の

構造のものは PC 橋で更新するのが一般的であるため、

PC 橋で更新するとする。 

下水道及び上水道については「邑南町下水道事業経営戦略」及び「邑南

町水道事業経営戦略」にて将来の更新費用の試算を行っており、本計画内

では試算の対象外とします。 

また、トンネル、公園については試算が困難であることから試算の対象

外としています。 
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イ 試算結果 

（ア）長寿命化の効果 

対象施設について、現在の施設規模のまま維持し続ける場合を想定し

た「単純更新パターン」と、長寿命化対策を行う場合を想定した「長寿命

化パターン」を試算し、それぞれの維持管理・運営費及び改修・更新費用

の合算を概算事業費として、比較した差異を効果額として把握します。 

前述の前提条件、内容に基づき試算した結果は下表のとおりです。 

 公共施設について、30 年間の概算事業費の合計額は、「単純更新パタ

ーン」では 1,454.5 億円（48.5 億円／年）、「長寿命化パターン」では 

1,489.1 億円（49.6 億円／年）と試算され、長寿命化対策により 34.5 

億円（1.2 億円／年）増加する試算となりました。 

これは、今後30年間を基礎に試算を実施しているため、単純更新パター

ンが30年間で１回の大規模改修するのに対して、長寿命化パターンでは

大規模改修と長寿命化改修の２回の投資を見込む施設があることにより

ます。なお、長寿命化の効果については金額的な効果のみでなく、施設の

劣化が進行する前に予防保全的に改修を行うことにより、施設を適切な

状態に保つという効果が見込まれることから必要に応じて長寿命化対策

を実施します。 

またインフラ施設（道路、橋りょう）については、長寿命化対策による

試算が困難であることから、「単純更新パターン」の試算を実施した結果、

40 年間の修繕・更新費用（概算事業費）の合計額は、272.0 億円（6.8 億

円／年）と試算されました。 

 

【効果額の試算結果】 

 公共施設 インフラ施設 

単純更新パターン① 1,454.5億円 272.0億円 

長寿命化パターン② 1,489.1億円  

効果額（①－②） ▲34.5億円  

 

（イ）公共施設 

上記より、公共施設について、長寿命化対策をしつつこのまま施設を全

て保有し続ける場合、今後30年間で総額1,489.1億円、年平均49.6億円と

試算されました。 

これは将来単年度の事業費に充当可能な財源の見込みと考えられる現

状の維持管理・運営費用及び投資的経費31.5億円の約1.57倍の水準であ
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り、将来の概算事業費が年平均18.2億円不足することとなります。 

このように、長寿命化対策の実施のみでは既存の施設の改修や、耐用年

数を迎えた施設の更新需要に対応するために必要な財源を十分に確保す

ることが難しく、全ての公共施設を現状の水準にて維持していくことは

困難であると想定されます。 

今後は人口減少に伴う歳入減少が見込まれ、将来の公共施設の更新費

用の財源確保がこれまで以上に困難となる可能性もあります。施設を全

て維持するのではなく、施設の集約化、多機能化や複合化を行うことが必

要です。 

 

【単純更新パターンの概算事業費推計】 
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【長寿命化パターンの概算事業費推計】 
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（ウ）インフラ 

今後30年間、このまま現在敷設している道路をそのまま維持し続ける場

合、30年間で総額396.0億円、年平均13.2億円の更新費用の発生が予想され

ます。これは道路に係る現状の投資的経費の3.0億円の4.4倍です。 

また橋りょうについては、30年間で総額108.4億円、年平均3.6億円とな

ります。これは現状の投資的経費の0.2億円の17.1倍です。 

何も対策を講じなければ将来のインフラの更新に必要な財源を十分に

確保することが困難になることが見込まれます。 

 

【インフラの更新費用の推計(道路)】 

 
 

【インフラの更新費用の推計(橋りょう)】 
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第４ 本町の公共施設等を取り巻く課題 

（１）人口の減少と少子化、高齢化 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５

（2023）年推計）」によると、本町の推計人口は、令和22年（2040年）には

7,185人まで減少し、令和32年（2050年）には6,043人まで減少すると予想

されます。 

公共施設が整備された当時と比べて人口が減少し、人口構成が変化して

いることを踏まえ、公共施設の総量が将来的に過大となることが見込まれ

ないか、将来の需要減少が見込まれる施設がないかを検討することが必要

です。 

 

（２）公共施設等の老朽化・耐震化 

本町の公共施設は、整備から40年以上を経過している施設は94施設（全

体の42.7％）、整備から30年以上40年未満経過している施設は35施設（全

体の15.9％）となっており、施設の老朽化が進行しています。施設の老朽

化が進む中でも、利用者が安全かつ快適に施設を利用することができるよ

う、適切に維持管理や修繕を行っていくことが必要です。 

また、本町の公共施設の耐震化については、現行の耐震基準が施行され

た昭和56年（1981年）5月以前に整備された施設が多く、そのうち改修等

による耐震化が行われず、耐震性能の確保が課題となる施設は38施設

（15,092㎡）あります。 

 

（３）公共施設等の維持補修や新規の整備のための財源確保 

本町の財政状況については、歳入面では生産年齢人口の減少に伴う税収

や地方税等の減少が見込まれる一方、歳出面では固定的な経費が多く、大

幅な削減は困難な状況です。 

こういった財政状況から、現状の公共施設を今後全て維持更新すること

は非常に困難と考えられます。公共施設の総量自体の見直しを進めるとと

もに、施設の維持管理経費の縮減について検討することが必要です。 
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第５ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 
近い将来直面する、本町の公共施設等を取り巻く課題を乗り越えるために、

施設ごとの機能や利用実態を十分考慮し、類似・重複した機能の統廃合及び施

設の多機能化・複合化などを基本として、全町的かつ広域的な視点をもって、

将来の人口や年齢構成、使用頻度等に見合った効率的・効果的なあり方を検討

し、安心安全な町民サービスを持続可能なものとして提供するために、公共施

設等の管理に関する基本的な方針を定めました。 

－用語説明－ 

【公共施設等】公共建築物のほか、道路や橋りょう、上下水道管等のインフラ 

資産をまとめた総称 

 

１ 点検・診断等の実施方針 

（１）公共施設 

公共施設の適時・適切な保全等のためには、日常的・定期的な点検・診断

を行い、施設の状況を適時・適切に把握することが前提となります。 

施設評価を踏まえた点検・診断等の優先度を施設ごとに設定した上で、そ

れぞれの施設の優先度に応じた水準の点検・診断を定期的に行い、その結果

と修繕履歴等に関する情報を施設担当課に集約することとします。 

 

（２）インフラ 

道路・河川・橋りょう・トンネル・公園・上水道・下水道・通信施設のそ

れぞれの分野においては、町民生活における安全性はもちろんのこと、必要

なインフラの重要性や規模等を検討した上で、個別の長寿命化修繕計画又は

投資計画、経営戦略等を策定し、策定した計画に基づいた効果的・効率的な

点検・診断を行います。 

 

２ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

（１）公共施設 

効果的・効率的な維持管理・修繕・更新等については次の取組を行います。 

・施設の更新の際には、施設類型をまたがった施設の複合化などによる効

果的・効率的な整備を検討します。 

・更新する施設は、光熱水費や保守管理費など維持管理コストの低減化が

図られ、将来の修繕が容易に行える建物構造とし、維持管理しやすい施

設にすることを基本とします。 

・施設の優先度を設定した上で今後も積極的に維持していく施設について

は、これまでの対症療法的な維持管理（事後保全）ではなく、計画的な
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維持管理（予防保全）への転換を進め、施設の劣化が進行する前に、定

期的な点検・診断を実施し、施設の長寿命化、施設のライフサイクルコ

スト(LCC)の縮減を図るなど、保全計画に基づいた中長期的な視点に立

った計画的な維持修繕に努めます。補修等の突発的なコスト発生を抑え、

ライフサイクルコスト(LCC)の平準化を図ります。 

・光熱水費や清掃費、修繕費、備品・消耗品などの縮減を図るために、全

庁的に課をまたがって、複数年契約や包括契約、同種の施設ごとの一括

契約を進めます。 

－用語説明－ 

【事後保全】施設の機能や性能に関する明らかな不都合が生じてから 

修繕を行う手法 

【予防保全】損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施し、 

機能の保持・回復を図る手法 

 

（２）インフラ 

町民生活や社会経済活動などへの影響が大きいことから、縮減することは

難しいため、適正な維持管理を行うことが重要です。道路・河川・橋りょう・

トンネル・公園・上水道・下水道・通信施設のそれぞれの分野において必要

なインフラの規模等を検討した上で個別の長寿命化修繕計画又は投資計画

等を策定し、策定した計画に基づいた効果的・効率的な維持管理・修繕・更

新等を行います。 

 

３ 安全確保の実施方針 

（１）公共施設 

継続して保有する公共施設は、町民の皆様が安全・安心に利用できるよう

に配慮する必要があります。そこで、次の取組を行います。 

・劣化・損傷などにより安全面での危険性が高いと判断された場合は、施

設の必要性などを踏まえた上で、適時に修繕、撤去等の対応を行います。 

・不用となった施設等については、資源の再利用等を十分に検討した上で

周囲の住民の皆様への安全性などを考慮して、適時・適切に除却します。 

 

 

（２）インフラ 

町民の皆様が日常的に使うインフラは、安全に利用できるよう損傷等に配

慮する必要があります。そこで、点検・診断等により、劣化・損傷などの安

全面での危険性が認められた箇所については、優先的に予算措置を行い適時
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に修繕等の対応を行います。 

 

４ 耐震化の実施方針 

（１）公共施設 

安全確保の実施において特に重要となるのが耐震化です。地震などの災害

時に備えて十分な耐震性能が確保される必要があります。そのため、耐震診

断の結果等を踏まえて、十分な耐震性能の確保を図ります。 

耐震性能確保の方策検討の際には、施設自体の必要性等を見直した上で、

費用面、利用状況、優先度を踏まえ、改修の実施や解体・撤去などの対策を

講じ、他の施設との集約を含めた建替えや耐震補強など複数の選択肢から効

果的・効率的な整備手法を検討します。 

 

（２）インフラ 

インフラについても耐震化は重要であり、大規模地震発生時においてもラ

イフラインを町民の皆様に提供できるように、道路・河川・橋りょう・トン

ネル・公園・上水道・下水道・通信施設のそれぞれの分野において必要なイ

ンフラの規模等を検討した上で個別の長寿命化修繕計画又は投資計画、経営

戦略等を策定し、策定した計画に基づいた耐震化等の対応を行います。 

 

５ 長寿命化の実施方針 

（１）公共施設 

これまでの対症療法的な維持管理（事後保全）ではなく、計画的な維持管

理（予防保全）への転換を進め、施設の劣化が進行する前に予防保全的に修

繕を行うことにより、施設を適切な状態に保つとともに、長寿命化させる効

果が期待されます。  

この点、社団法人日本建築学会編「建築物の耐久計画に関する考え方」に

よると公共施設の躯体の使用年数について、高品質の鉄筋コンクリート造の

場合は 100 年以上、普通品質の場合は 60年以上が望ましいとされています。

これを参考として、施設評価を踏まえた優先度を設定した上で、一定の施設

については積極的に長寿命化を図り、60 年以上の使用年数の確保に努めるこ

ととします。 

また、施設の長寿命化のためには、施設のハード面の長期化だけでなく、

施設の類型といったソフト面の対応力を高めるべく、将来の施設へのニーズ

の変化に柔軟に対応する必要があります。そこで、施設を整備する際には、

維持管理の容易な設計を検討するとともに、類型変更や区画変更が容易な設

計を検討することによって、将来の社会環境や町民ニーズの変化への対応力
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を高めます。 

 

（２）インフラ 

道路・河川・橋りょう・トンネル・公園・上水道・下水道・通信施設のそ

れぞれの分野において必要なインフラの規模等を検討した上で個別の長寿

命化修繕計画又は投資計画、経営戦略等を策定し、策定した計画に基づいた

長寿命化を行います。 

 

 

６ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

公共施設の長寿命化や大規模改修または新増築等をする際には、「邑南町

まち・ひと・しごと創生総合戦略 2020」に基づき、「みんながみんなにやさ

しいまち」のキャッチフレーズのもと、誰しもが支え合い共生できる社会の

実現を目指し、心のバリアフリーとユニバーサルデザインのまちづくりを推

進します。 

具体的には、各施設における段差の解消（バリアフリー化された経路の充

実）やトイレ環境の整備、案内表示の工夫など、利用者の視点に立った快適

な利用のために必要な措置を講じます。 

 

７ 脱炭素化の推進方針 

本町は、脱炭素社会実現のため、令和３年３月に 2050 年までの脱炭素社会

の実現を前提とした事業を推進していくことを決意し、「ゼロカーボンシテ

ィ」の目標に挑むことを宣言しました。 

具体的には「邑南町再エネ最大限導入計画」に基づき、省エネ対策として

高気密・高断熱な建築物の導入による ZEH 化・ZEB 化の実現のほか、再エネ

導入として、温室効果ガス（二酸化炭素）の排出削減に向けた太陽光発電や

小水力発電の導入等による脱炭素化の取り組みを推進します。 

 

８ 統合や廃止の推進方針 

（１）公共施設 

人口減少及び現状の施設の利用状況等を勘案すると、将来にわたって現状

の公共施設の全てを保有・維持していくことは到底不可能なことです。また、

ふるさと財団による公共施設等更新費用試算ソフトを用いた試算結果によ

ると、本町の公共施設を全て更新した場合、現在の投資的経費の水準の 1.1

倍の財源が必要とされており、全ての公共施設を維持更新することは困難で

す。そのため、安心安全な町民サービスを将来にわたって提供するためには、
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公共施設総量の縮減が必要です。 

そこで、地域活性化の観点は意識しつつも、公共施設（機能）の集約、廃

止等を検討する公共施設の適正化を進めるため、次の取組を行います。 

・当初の設置目的にとらわれず、現在及び将来の町民のニーズを踏まえた

公共施設の再編を行います。 

・利用者が一部に限られる公共施設は地元への譲渡を進め、地域主体の地

域運営を推進します。 

・施設を更新する際には、廃止する施設は除却することを基本とし、利用

希望者がある場合には、売却、譲渡を進めます。 

・民間事業者で代替可能な事業は、「公共施設」というハコモノにとらわれ

ず、事業の外部委託などを検討します。 

・町の敷地や空きスペースを含めた公共施設の有効活用について民間事業

者から広くアイデアを募るほか、民間施設への入居、民間施設との合築

を検討します（公共施設の整備時を含む）。 

・全ての類型の公共施設を本町で整備するというフルセット主義から脱却

し、国・県・周辺団体との連携の可能性を検討します。 

上記の取組により、今後 30 年で公共施設の延床面積を約 15%程度縮減する

ことを目指します。 

なお、縮減の対象としない公共施設についても今後のあり方を踏まえた上

で、指定管理者制度の推進を検討します。 

 

（２）インフラ 

インフラにおいても人口減少、財政状況などを踏まえ、次の取組を行いま

す。 

・必要性を精査した上で、新規投資の事業効果・効率を十分に検討した上

で整備を行います。 

・民間活力の導入推進を含めた効果的・効率的な管理運営・整備手法を検

討します。具体的には、従来の個別の業務託に加え、長期的・総括的な

管理等業務委託、PPP/PFI の導入などを検討します。 

・広域化など周辺団体等との官官連携の推進を検討します。 

・将来的に人口減少などにより著しい過疎化や無居住地区の発生の懸念が

ある場合には、町民の皆様のライフラインを考慮した上でインフラの縮

小についても検討を行います。 

 

９ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

以上の各種基本方針に従い、公共施設及びインフラの総合的かつ計画的な管
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理を推進するためには、次のように部局横断的な組織体制や財政面での体制の

構築が必要になります。 

 

（１）部局横断的な組織体制 

基本方針の推進には、組織的な体制の整備が必要になります。これまでは、

各施設の所管課で各施設を管理していましたが、今後は、部局横断的な管理

を行うための体制として次の取組を行います。 

・施設に関する情報を施設マネジメントに集約し、総合的な観点から整備・

維持管理を行います。 

・「公共施設整備事前協議制度」（仮称）を導入し、公共施設を新設・改修・

更新する場合には施設マネジメント担当課との事前協議を行うことと

し、本計画との整合性や当該施設自体の必要性、町全体の観点からの効

果的・効率的な整備手法などについて検討します。 

・公共施設の整備等（再編、新設、更新、大規模改修等）は今後策定を予

定している公共施設等総合管理計画実行計画（個別施設計画等）を踏ま

えて行うこととし、個別施設計画等に基づかない公共施設の整備等は原

則行いません。 

 

（２）財政面の体制 

基本方針の推進には、財政面での体制構築が重要であるため、次の取組を

行います。 

・日常点検・建物診断の結果や法定点検の結果を施設マネジメント担当課

に情報集約し、ライフサイクルコスト（LCC）縮減の観点も踏まえた上で、

優先順位を設定し、対策が必要と判断された項目については、適時・適

切な予算化を図ります。 

・管理計画に基づいた中長期の計画的な管理を財政面で担保するために、

整備の際には、国、県補助金などの財源確保に努めるとともに、交付税

措置率の高い有利な起債を活用するほか、財政調整基金及び減債基金残

高の確保に努めます。また、これらの基金積立てを継続しつつ、財政状

況を勘案しながら、「公共施設管理基金」（仮称）への積立てや地域振興

基金の有効活用を行い、財政負担を平準化するとともに管理費用の確保

に努めます。 

・現状で無料又は管理運営コストに比べて著しく安価で利用されている施

設については、住民福祉の観点を踏まえた上で受益者負担の見直しを検

討します。 

・公会計との連携を図ることによって管理運営費等のコスト情報の適切な
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把握に努めます。 

・廃止となった施設は、原則、除却、売却または譲渡を行います。 

・廃止に伴う跡地は、利活用し、できない場合は積極的に貸付か売却を行

います。 

 

１０ 地方公会計の活用方針 

地方公会計制度は、「統一的な基準による地方公会計の整備推進について

（平成 28 年１月 23 日付け総財務第 14 号総務大臣通知）において、統一的

な基準による財務書類等の作成及び活用が要請されたことに伴い、各自治体

において作成・公表されているものです。 

本町においては、平成 28 年度決算から統一的な基準による財務書類を作

成するとともに、固定資産台帳の整理も毎年度行っています。現在、これら

の資料は町のホームページで公表しています。 

施設の保全管理を効率的かつ効果的に行うことができるよう、今後は固定

資産台帳のデータを公共施設等マネジメントの基礎情報として一元化し、更

新費用の推計などに活用していくことを検討します。 

 

１１ 保有する財産の活用や処分に関する基本方針 

公共施設等の廃止や複合化、除却等によって生じる未利用資産については、

民間事業者等の利活用について検討した上で、売却や貸付及び譲渡を促し、

その収益を公共施設等の更新・運営に係る財源に充当していきます。 

 

１２ 広域連携に関する推進方針 

公共施設の更新に当たっては効率的な運営の観点から、サービス提供のた

めの施設等を全て自らが整備、運営することを前提とせず、国や県、近隣自

治体の公共施設の配置状況等を適切に把握し、必要に応じて広域的な連携に

ついて検討を行います。 

 

１３ PPP/PFI の活用に関する推進方針 

「邑南町まち・ひと・しごと創生総合戦略 2020」に基づき、官民一体とな

ったまちづくりを発信するとともに、広告事業やネーミングライツ、PPP・PFI

の導入など公共施設の資産価値の最大化に取り組み、維持管理経費に係る財

源に充当していきます。 
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第６ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
１ 町民文化系施設 

（１）集会施設 

ア 施設の概要 

集会施設は60施設あります。 

自治会館は39カ所あり、そのうち４カ所は公民館と併用しています。  

築30年～50年を経過している自治会館は30カ所あり、うち４カ所は築50年

以上が経過し老朽化が進んでいます。老朽化により屋根など大規模な修繕が

必要となった自治会へは修繕工事費の補助を行っていますが、今後も維持管

理費はかさむものと予測されます。 

公民館については直営の公民館が12館と公民館の分館として運営されて

いるものが3分館（日和・高原・市木）あります。最も古い公民館は築44年を

経過しています。その建物や設備の老朽化が進行しています。 

元気館は、地域文化、スポーツ振興と町民の健康増進を図るための施設と

して平成17年に建設されました。利用状況は良好で、稼働率も高い水準です。  

施設内の機器・設備等については、保守点検を専門業者に委託し、適正な

維持管理をしています。しかし、軽微な修繕が年々増加し、財源の調達が非

常に困難な状況が続いているため、修繕待ちの箇所が増加しています。(空調

設備の不具合、プール設備の不具合、施設全周インターロッキングの沈下等) 

久喜林間学舎は、集団宿泊生活を通じ人間相互のふれあいを深める教育活

動を実施することを目的に、平成５年に旧小学校分校（昭和29年建設）を改

築し、現在で築30年が経過しています。宿泊施設部分が土砂災害特別警戒区

域に指定されたため宿泊利用を休止しています。 

そのほか矢上農村環境改善センターと集会所が7施設あります。 
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【施設一覧】

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡）
竣工 耐震補強

御謝山自治会館 石見 328.0 昭和55年度 未実施

大沢会館 石見 202.0 昭和58年度 －

加茂山自治会館 石見 200.0 昭和56年度 －

原山自治会館 石見 200.0 昭和55年度 未実施

いわみ中央自治会館 石見 276.0 昭和57年度 －

中野中央自治会館 石見 200.0 昭和49年度 未実施

中野北区自治会館 石見 189.0 昭和49年度 未実施

茅場自治会館 石見 197.0 昭和50年度 未実施

中野西区自治会館 石見 271.0 昭和50年度 未実施

断魚自治会館 石見 255.0 昭和51年度 未実施

井原東自治会館 石見 320.0 昭和50年度 未実施

井原南区自治会館 石見 189.0 昭和51年度 未実施

井原西区自治会館 石見 280.0 昭和51年度 未実施

福原自治会館 石見 244.0 昭和53年度 未実施

吉原丸子自治会館 石見 191.0 昭和51年度 未実施

春日自治会館 石見 176.0 昭和54年度 未実施

日貫中央自治会館 石見 409.0 昭和51年度 未実施

山の内自治会館 石見 237.0 昭和53年度 未実施

桜井自治会館 石見 290.0 昭和53年度 未実施

日和中央自治会館 石見 278.0 昭和61年度 －

日和東自治会館 石見 324.0 昭和53年度 未実施

矢上農村環境改善センタ－ 石見 3,019.0 昭和57年度 ―

矢上公民館（矢上交流センター） 石見 1,459.1 平成20年度 ―

中野公民館 石見 719.0 平成5年度 ―

井原公民館（井原多目的集会所） 石見 1,317.6 昭和54年度 実施済

日貫公民館（日貫農業構造改善センター） 石見 1,318.5 平成4年度 ―

日和公民館（日和健康増進施設） 石見 1,258.4 昭和58年度 ―

日和公民館日和分館 石見 538.0 昭和61年度 実施済

上田所自治会館（上田所交流センター） 瑞穂 546.0 平成8年度 －

四つ葉自治会館 瑞穂 299.0 平成15年度 －

亀谷自治会館 瑞穂 388.0 昭和52年度 未実施

西鱒渕自治会館 瑞穂 249.0 昭和57年度 －

久喜多目的集会所 瑞穂 249.0 昭和57年度 －

和田原自治会館 瑞穂 287.0 平成15年度 －

高海自治会館 瑞穂 299.0 平成15年度 －

市木公民館（総合交流ターミナル） 瑞穂 1,088.0 平成9年度 ―

田所公民館（山村開発センター） 瑞穂 1,524.0 平成25年度 ―

出羽公民館（いきいきセンターみずほ） 瑞穂 1,020.9 平成4年度 ―

健康センター「元気館」 瑞穂 5,593.0 平成17年度 ―

久喜林間学舎 瑞穂 479.0 平成4年度 ―

高原公民館（高原農村環境改善センター） 瑞穂 1,166.0 昭和56年度 ―

布施公民館 瑞穂 700.0 平成9年度 ―

三日市集会所 瑞穂 135.0 昭和51年度 ―

高原公民館高原分館 瑞穂 382.0 昭和42年度 未実施

市木公民館市木分館 瑞穂 472.0 平成16年度 未実施

戸河内自治会館 羽須美 192.0 平成15年度 未実施

阿須那自治会館 羽須美 532.0 昭和27年度 未実施

宇都井いこいの家 羽須美 44.0 昭和30年度 未実施

宇都井区自治会館 羽須美 223.0 昭和38年度 未実施

雪田区自治会館 羽須美 250.0 昭和56年度 －

上口羽自治会館 羽須美 199.0 平成15年度 －

口羽町自治会館 羽須美 364.0 昭和38年度 未実施

上田自治会館 羽須美 250.0 昭和56年度 －

はすみリゾートセンター 羽須美 664.3 昭和49年度 未実施

戸河内分館 羽須美 256.0 昭和36年度 実施済

阿須那集会所 羽須美 145.0 昭和26年度 ―

口羽公民館（邑南町口羽中央集会所） 羽須美 1,142.6 平成19年度 ―

西ノ原集会所 羽須美 144.4 昭和52年度 ―

上ヶ畑集会所 羽須美 156.6 平成16年度 ―

阿須那公民館（はすみ文化プラザ） 羽須美 1,534.0 平成8年度 ―

35,859.4合計

集会施設
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イ 財務及び利用の状況（主な施設） 
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ウ 基本的な考え方 

自治会館は地域住民の福祉の向上を目的とし地縁に基づいて民主的に運

営されている自主組織の活動の拠点、住民が交流する場です。 

現在、自治会が指定管理者となり維持管理を行っていますが、指定管理期

間 10 年がまもなく経過します。老朽化や利用状況、今後の利用見込み等を踏

まえて、公民館等の他の集会施設に集約するなど、今後の自治会館のあり方

について地元と協議を進めていきます。 

公民館の日常的な修繕や大規模修繕については、長期的投資計画に基づき

計画的に行っていきます。但し、緊急性や安全性を要する場合は優先的に行

います。 

分館については、今後大規模改修や建替えが必要になった際は、施設の設

置目的、稼働率、老朽度等を総合的に検証し、施設の廃止や譲渡も含め決定

します。 

元気館は計画的な施設修繕改修及び適正な維持管理を図り、施設の長寿命

化を推進します。投資的経費(普通建設事業)に計画的に修繕・改修を計上し

ていき、町民、利用者に不便を与えないよう維持管理していきます。 

久喜林間学舎の利活用方法については、久喜銀山遺跡の国史跡登録に伴い

地元や他課を含めて検討する必要があります。 
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２ 社会教育系施設 

（１）博物館等 

ア 施設の概要 

博物館等は８施設あり、ハンザケ自然館、上田所観察舎及び円の板観察舎

は、豊かな自然や文化、動植物等の積極的な保護と活用を図り、もって町民

の文化向上に資するため、平成12年に建設されました。オオサンショウウオ

の産卵・孵化に成功し入館者数は増加傾向にあります。設備を中心に、上田

所観察舎や円の板観察舎の建物や、ハンザケ自然館看板等の老朽化が進行し

ています。  

郷土館は、地域郷土文化の保存伝習等を推進するため、昭和62年に建設さ

れました。３町村分の収蔵品に対し、展示・収蔵スペースが不足しているこ

とが課題となっています。また、建物も屋根の修繕が必要な状態となってい

ます。  

旧山﨑家住宅は、1779年に建造された庄屋屋敷で、平成10年に町指定文化

財に指定されました。その後平成30年に茅葺屋根の葺き替え工事、耐震化工

事等の大規模改修を行っています。 

食の学校は専門的な技術と腕に覚えのある人材を活用し地域資源を生か

した新商品や新サービス開発を支援するとともに、邑南町における暮らしや

食文化の魅力を再発見することを目的に、平成25年度に建設しました。 その

後、食育活動の推進を目的とするため、令和5年度より教育委員会の所管とな

りました。 

雪田伝承の館は住民の文化の向上を図るため、平成6年に建設されました。

その後平成20年より雪田神楽団に指定管理を依頼しています。 

地域民芸品等保存伝習館は農林漁業資源等の地場資源を活用した郷土の

民芸品、特産品等の保存及び伝承を目的として、昭和58年に建設されました。

いずれの建物も経過年数に伴う劣化が見られます。 
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【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

ハンザケ自然館、上田所観察舎、円の板観察舎及び郷土館は、計画的な施

設改修と適正な維持管理により、施設の維持及びライフサイクルコスト（LCC）

の縮減を推進します。  

郷土館については、他施設の空きスペースの活用など収蔵スペースの確保

も検討します。  

旧山﨑家住宅は、地区別戦略の計画も踏まえ、地元での管理も視野に、今

後の施設のあり方を検討します。  

食の学校は、適正な維持管理を図るとともに、将来の施設の在り方を検討

します。  

雪田伝承の館は地元での管理も視野に、今後の施設のあり方を検討します。 

地域民芸品等保存伝習館は適正な維持管理を図るとともに、将来の施設の

在り方を検討します。 

 

 

 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

食の学校 石見 142.0 平成26年度 －

邑南町指定文化財旧山﨑家住宅（隅屋） 石見 600.0 平成9年度 －

ハンザケ自然館上田所観察施設 瑞穂 152.0 平成11年度 －

瑞穂ハンザケ自然館 瑞穂 425.1 平成11年度 －

邑南町郷土館 瑞穂 577.0 昭和62年度 －

円の板観察施設 瑞穂 60.0 平成11年度 －

雪田伝承の館 羽須美 97.2 平成6年度 －

地域民芸品等保存伝習館 羽須美 409.0 昭和58年度 －

2,462.3合計

博物館等
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（２）図書館 

ア 施設の概要 

図書館は１施設あり、町民の教育と文化の発展に寄与することを目的に、

平成４年瑞穂町立図書館として建設されました。合併後は邑南町立図書館本

館として機能しています。町内には分館として、羽須美分館、石見分館があ

り、公民館の複合施設です。  

本館は、建設から31年が経過しており冷房の故障、トイレの故障など頻繁

に発生しています。また、駐車場の破損も見られ、その都度修繕が必要とな

っています。 

 

【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

計画的な施設改修及び適切な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化

を推進します。図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、

保存して、町民、団体の利用に供することができるよう、図書館システムの

更新、保存スペースの確保など、引き続き効率的な管理体制について検討を

行います。 

利用者が利用しやすい環境整備を検討し、適正な改修工事を検討していき

ます。  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

図書館 邑南町立図書館　　　　　　　　　　 瑞穂 600.0 平成3年度 －

600.0合計
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３ スポーツ・レクリエーション系施設 

（１）スポーツ施設 

ア 施設の概要 

スポーツ施設は、羽須美地区に３施設、瑞穂地区に３施設、石見地区に３

施設あり、体育及びスポーツの振興を図り、町民の体育及びレクリエーショ

ンその他行事に供することを目的としています。瑞穂球場、邑南町立高原体

育館は、大規模改修が必要となる目安の30年を経過していますが未実施です。  

邑南町立羽須美体育館は令和4年度に耐震補強工事を実施済みです。 

いわみスタジアムは他の施設と比較すると、平均稼働率が高い傾向にあり

ます。スコアボートの改修を令和元年に行っていますが、スポーツ施設全般

の老朽化対策が必要です。 

はすみ温水プールは、スポーツを通じた都市交流と町民の健康増進を目的

とし、昭和62年に建設されました。築35年が経過しており、施設や設備に老

朽化が進行しています。濾過器やボイラーなど維持管理や修繕に多額の費用

がかかるものもあります。現在、施設経費に対して稼働率と利用者数が減少

しています。 

はすみ交流センターは、町内外からの合宿施設や都市交流の場として昭和

62年に建設されました。築約35年経過し木造の宿泊棟、交流施設等について

老朽化も進んでいます。民間委託費用に比べ利用者数が少ないです。 

 

【施設一覧】 

 
 

 

 

 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

矢上屋内多目的コート 石見 1,184.0 平成5年度 －

いわみスタジアム 石見 441.0 平成8年度 －

邑南町立中野体育館 石見 815.5 昭和49年度 実施済み

邑南町立高原体育館 瑞穂 750.0 昭和34年度 未実施

瑞穂球場 瑞穂 225.0 昭和57年度 －

瑞穂武道館（旧御幸ケ丘施設／登録有形文化財） 瑞穂 335.0 昭和44年度 未実施

はすみ温水プール 羽須美 380.6 昭和61年度 －

邑南町立羽須美体育館 羽須美 1,059.8 平成9年度 実施済み

はすみ交流センター 羽須美 537.0 昭和62年度 －

5,728.0

スポーツ施設

合計
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ウ 基本的な考え方 

矢上屋内多目的コート、いわみスタジアム、町立中野体育館、町立高原体

育館、瑞穂球場、瑞穂武道館は、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図

ることにより、施設を維持します。今後、大規模改修や建替えが必要になっ

た際は、施設の設置目的、稼働率、老朽度等を総合的に検証し、施設の廃止

や譲渡も含め決定します。 

はすみ温水プールは、施設の設置目的、利用状況及び費用効果を総合的に

検証し、今後の施設の在り方や運営体制を検討します。 
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（２）レクリエーション施設・観光施設 

ア 施設の概要 

レクリエーション・観光施設は９施設あります。  

香木の森公園（クラフト館）は公園内の観光施設です。平成２年に町の産

業開発と雇用創出を目的に建設されました。施設の管理運営は指定管理者に

より実施しています。公園の維持には多くの労力を有し経費も多額です。  

香木の森公園（香夢里）及び香木の森公園（バンガロー）は、公園内の総

合案内施設兼レストラン及びアウトドア宿泊施設です。平成２年及び平成5

年に町の産業開発と雇用創出を目的に建設されました。築30年以上を経過し

ており、老朽化が進行し改修が必要な状況になっています。 

青少年旅行村は、青少年の健全育成及び町民の健康増進並びにスポーツ活

動の振興を図るため、平成９年に設置されました。夏休み期間中は町民や町

外から利用されるレクリエーション施設で、施設の管理運営は指定管理者に

より実施しています。 

プール部分に関しては、濾過器やホンプ等維持管理や修繕に多額の費用が

かかるものもあります。  

道の駅“瑞穂”は、邑南町の観光案内及びバスターミナル、産直販売とし

て町内外から多くの利用があり観光窓口として大きな位置づけとなってい

ます。道の駅としての機能では駐車場が手狭で混雑となっています。新たな

道の駅が建築されるため、現施設の今後の取扱いについて検討する必要があ

ります。  

出羽道の駅は、平成８年に建設しました。過去には展示スペースを活用し

た野菜等の販売も行われていましたが、現在は待合室と公衆トイレとしての

利用のみとなっています。 

ふれあい公園は、町民のふれあいと交流を図るとともに、公共の福祉の増

進に資することを目的に平成11年に整備しました。公園内に設置されている

交流館及び木製構造物（橋など）の老朽化は進み、修繕に必要な箇所が徐々

に増えつつあります。  

ほたるの館は、交流、集会、その他文化活動等の利用と蛍の飼育研究、保

護をすることを目的に平成９年に設置されました。施設の管理運営は指定管

理者により実施しています。施設は築25年が経過し、老朽化が進行し、周辺

の公園管理も厳しい現状となっています。  

わんぱく館は、地域の特性を生かし農村体験を通じて都市住民との交流を

深め、地域活性化を図ることを目的に平成17年に建築されました。築18年が

経過しており、今後大規模改修も予想されます。  
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【施設一覧】 

 
 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

一部の施設を除き、補助金適正化法等の基準を満たしたものは順次処分す

ることとし、指定管理者等民間事業者への譲渡を検討します。必要に応じて

業務委託などの直営管理を継続します。老朽化が進み利用が少ない施設は、

廃止、解体撤去を検討します。 

香木の森公園（香夢里）及び香木の森公園（バンガロー）は、令和 2 年度

に内部の間取り変更等の改修工事を実施しましたが、施設整備から年数が経

過し建築物本体の老朽化は進んでいます。随時、修繕を行いながら利用を継

続していますが、将来的には施設の廃止も含め検討していく必要があります。 

ふれあい公園は、施設及び付帯設備の老朽化が進んでおり計画的な修繕又

は撤去が必要となっているため、施設の設置目的、利用状況及び費用対効果

を総合的に検証し、施設周辺の公園と共に施設の在り方を検討します。 

 

（３）保養施設 

ア 施設の概要 

保養施設は３施設あります。 

いこいの村しまねは、労働福祉水準の向上を図り勤労者の余暇活用施設と

して昭和53年に建設された施設です。平成27年度には大規模改修を行い新た

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

香木の森公園（クラフト館等） 石見 1,290.8 平成3年度 －

香木の森公園（香夢里） 石見 289.0 平成2年度 －

香木の森公園（バンガロー） 石見 360.0 平成5年度 －

青少年旅行村 瑞穂 604.0 平成8年度 －

道の駅〃瑞穂〃 瑞穂 680.0 平成5年度 －

出羽道の駅 瑞穂 52.0 平成7年度 －

邑南町ふれあい公園 瑞穂 362.0 平成10年度 －

ほたるの館 羽須美 306.0 平成8年度 －

わんぱく館 羽須美 537.0 平成16年度 －

4,480.8

レクリエーション施設・
観光施設

合計
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にリニューアルオープンしました。町の代表的な大型宿泊施設として観光客

増加に向け期待する施設です。 

いわみ温泉活用施設（霧の湯）及び農林漁業体験施設（香遊館）は、都市

農村交流を進め、地域の農業活性化を目的に平成10年に建設された農産物の

体験加工施設や温泉宿泊施設、レストラン等多目的施設です。 

 

【施設一覧】 

 
 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

いこいの村しまねは、施設及び設備の老朽化が著しく、給排水管の老朽化

も進んでいるため、今後、全面的な改修が必要です。また、現在使用されて

いない付帯施設の活用方法や撤去を検討する必要があります。 

いわみ温泉活用施設（霧の湯）は、令和2年度に内装などの改修工事を実施

しましたが、設備の老朽化が著しく、温泉関連設備（ポンプ等）、空調設備の

老朽化が進んでおり改修が必要となっています。また、燃料費の高騰で、運

営経費、特に光熱水費の削減のため改修を進める必要があります。 

当面の間は指定管理を継続しながら、指定管理者等民間事業者への譲渡や

廃止について検討します。 

  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

いこいの村しまね 石見 5,234.2 昭和53年度 実施済み

農林漁業体験施設（香遊館） 石見 913.0 平成10年度 －

いわみ温泉活用施設（霧の湯） 石見 961.0 平成10年度 －

7,108.2

保養施設

合計
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４ 産業系施設 

（１）産業系施設 

ア 施設の概要 

産業系施設は12施設あり、内9施設が指定管理、3施設が直営により運営さ

れており、老朽化が進んでいるものもあります。 

特定の事業を目的に整備され、受益者が指定管理者になっているものや、

補助事業を導入するため町が事業主体となっているものが多くを占めてい

ます。 

 

【施設一覧】 

 
 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

一部を除き、補助金適正化法等の基準を満たしたものは順次処分するこ

ととし、指定管理者に譲渡していきます。譲渡できない場合は廃止、解体

撤去を検討します。 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

堆肥化処理施設茅場処理場 石見 1,020.6 平成10年度 －

堆肥化処理施設基幹処理場 石見 1,740.0 平成10年度 －

堆肥化処理施設日和処理場 石見 557.0 平成10年度 －

ふれあい体験農園休憩所・倉庫 石見 130.5 平成10年度 －

農産物処理加工施設 瑞穂 104.0 平成6年度 －

共同処理加工施設 瑞穂 133.0 昭和59年度 －

農林水産物集出荷貯蔵施設 瑞穂 1,302.0 平成14年度 －

婦人若者等活動促進施設 羽須美 144.1 平成12年度 －

農作業準備休憩施設 羽須美 130.5 平成13年度 －

川舟管理施設 羽須美 172.3 平成13年度 －

猪肉加工場 羽須美 153.5 平成7年度 －

育苗施設 羽須美 404.7 平成9年度 －

5,992.2

産業系施設

合計
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５ 学校教育系施設 

（１）学校 

ア 施設の概要 

学校は11施設（うち築後50年以上7校、築後40年以上3校、築後20年以上1校）

あり、50年を超え早期の改修が必要な学校が約6割を占めています。 

危険な校舎については、計画的整備（石見東小学校:H29～H31で大規模改修、

石見中学校:R4～R6で建替え）を実施しています。 

残りの建物については、老朽化が加速的に進行しており、屋上や壁面の防

水性能の著しい劣化、コンクリートの中性化が進行している状況にあります。  

エアコンについては、令和元年度に全国一斉の空調整備が実施されたこと

で町内小中学校の普及率は向上（普通教室100%、特別教室52％）しています。

今後も残りの特別教室について計画的な整備をする必要があります。 

トイレに関しては新型コロナウイルス感染症対策をきっかけとして改修

を実施しており、洋式化率は55.2％に向上しています。今後も、残りの学校

については計画的な整備を進める必要があります。 

 

【施設一覧】 

 

  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

矢上小学校 石見 2,639.0 昭和57年度 －

日貫小学校 石見 2,188.0 昭和59年度 －

石見東小学校 石見 2,332.0 昭和47年度 実施済

石見中学校 石見 4,642.0 昭和41年度 実施済

高原小学校 瑞穂 2,790.0 昭和44年度 実施済

瑞穂小学校 瑞穂 3,056.0 昭和39年度 実施済

瑞穂中学校 瑞穂 4,018.0 昭和49年度 実施済

市木小学校 瑞穂 1,239.0 昭和47年度 実施済

口羽小学校 羽須美 2,309.0 昭和45年度 実施済

阿須那小学校 羽須美 2,514.0 昭和48年度 実施済

羽須美中学校 羽須美 3,808.0 平成7年度 －

31,535.0

学校

合計
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イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

推計による児童生徒数は、5年後は現在の85％程度となることが予想され

ます。小学校においては、減少率は地域によって隔たりがあり、ほとんど

減少しない学校もあれば、現在の30%程度に急減する学校もあり、小学校8

校の内半分の4校が20人を下回り、うち２校は10人を下回ると予想されま

す。  

個別施設計画に基づく長寿命化判定により、計算上の建替えを要する学

校は2校となりますが、うち石見中学校については建替えを実施しました。

残りの瑞穂小学校についても、基本計画などに早急に取りかかる必要があ

ります。 

現在の校舎をあと20～30年長持ちさせる長寿命化を意識した改修をする

のか、あるいは建替えをして40年以上存続させていくのか、機能の複合化

等についても議論を要すると思われます。  

現在、町の財政事情もあり、臨時応急的な小規模な修繕を各校で実施し

ていますが、すでに大規模な修繕を必要とする学校が増えています。児童

生徒にとっての快適な学習空間を創出するためには校舎の新築が最善です

が、町全体の長期的な財政状況を踏まえ、さまざまな視点や可能性を検討

して、計画を進めていく必要がある時期にきていると思われます。 

老朽化したプールや体育館などについては、利用実態や共同利用等の可

能性も含めた検討を進め、解体や更新を計画していく必要があります。 
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（２）その他教育施設 

ア 施設の概要 

その他教育施設は18施設あり、教職員住宅は通勤が困難な教職員に対して住

宅を提供することで、福利厚生を増進し教育の充実に資することを目的として

います。 

教職員住宅は、多くの学校が建設された昭和 40 年代以降に、転勤の多い教

職員に対して良好な居住先を安定して確保することを目的に整備しました。 

そのうち管理者住宅は、道路網が未整備の地域の学校において災害等の緊急

時に管理職が迅速に対応をするため、学校の近辺に建設しました。また教職員

集合住宅は、複数の学校の中間地点に建設することで、入居者数が学校ごとに

偏っても効果的に調整することができました。  

現在ある管理者住宅、教職員住宅のいずれにも建設後 40 年以上経過したも

のがあり、老朽化に伴い設備関係（トイレ、浴室、台所）や建物の断熱性能、

内装等の改善が必要な時期を迎えていますが、財政的な事情もあって現状では

抜本的な改修に至っていません。  

学校教職員住宅は、そのほとんどが建設後20年を経過しており計画的な大規

模改修や建替え等（H29年度口羽教職員住宅２棟新築）を行っています。 

東学校給食センター（築後18年）、西学校給食センター（築後31年）のいずれ

も建築後相当年数経過しており、老朽化がみられる部分が多数あります。 

学校給食センターは、センター方式により2つの給食センターで運営してい

ますが、給食センターは、児童・生徒に対して専用の施設により組織的・継続

的に食事を提供し、毎日の給食を通じて食事の正しいあり方を身につけさせる

ことを目的に設置しています。 

教育支援センターは、不登校児童への支援を行うために設置しています。建

設後22年経過しており、必要に応じて改修をしている状況です。 
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【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

ウ 基本的な考え方 

近年は道路網や公共交通機関が発達し、主要道路の除雪の徹底などによっ

て交通アクセスが大きく改善されたこともあり、通勤圏が拡大して自宅から

通勤する教職員も増加しています。教職員の住宅に対するニーズも変化して

おり、設備の充実した民間住宅への入居希望も見受けられます。 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

邑南町西学校給食センター 石見 393.0 平成3年度 －

教育支援センター 石見 61.4 平成12年度 －

中野教職員住宅 石見 376.8 昭和61年度 －

森実教職員住宅 石見 66.3 昭和41年度 未実施

日貫教職員住宅 石見 80.0 昭和27年度 未実施

日和教職員住宅 石見 175.7 昭和45年度 未実施

邑南町東学校給食センター 瑞穂 778.0 平成17年度 －

市木教職員住宅 瑞穂 100.0 昭和46年度 未実施

市木町教職員住宅 瑞穂 100.0 平成4年度 －

三日市教職員住宅 瑞穂 198.0 昭和54年度 未実施

立町教職員住宅 瑞穂 100.3 平成15年度 －

段ノ原教職員住宅 瑞穂 160.0 平成7年度 －

田本教職員住宅 羽須美 82.0 昭和61年度 －

阿須那町教職員住宅 羽須美 164.0 昭和55年度 －

根布教職員住宅 羽須美 101.6 平成28年度 －

瑞穂バスターミナル車庫・用務員室（鱒渕） 羽須美 185.0 平成4年度 －

スクールバス事務所・車庫（阿須那） 羽須美 31.0 平成24年度 －

スクールバス車庫（阿須那） 羽須美 39.0 平成15年度 －

3,192.0

その他教育施設

合計
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しかし、管理者住宅、教職員集合住宅とも依然として多くの需要があり、

引き続き住宅数を確保していく必要があります。各住宅の老朽度合を確認し、

計画的に修繕や耐震補強を進めることで長寿命化対策を行い、各年度の維持

コストの低減及び使用年数の延長を図ります。その過程で、長期間居住者が

なく老朽化の程度が大きい住宅は計画的に解体撤去を行い、各校の教職員住

宅入居希望者の傾向や通勤距離などを考慮し、必要に応じて新規建設も検討

します。 

学校給食センターについては、児童生徒数の減少に伴い提供給食数の減少

が想定されます。既存施設を長期間活用するため長寿命化対策を行い、給食

数の減少を考慮して最低限必要な設備更新を行っていきます。また、将来セ

ンターの新規建設等が必要になったときには、施設の統合や給食提供エリア

の見直しなど効率的な運営形態を検討します。 

教育支援センターは不登校児童生徒等を支援する重要な役割を有してお

り、継続して施設を維持する必要があります。可能な限り長寿命化対策を行

い、適切に施設を管理していきます。 
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６ 子育て支援施設 

（１）子育て支援施設 

ア 施設の概要 

子育て支援施設は、放課後児童クラブが８施設あり、その多くは公民館や

教育委員会所管のものを利用しています。唯一、市木地区にある放課後児童

クラブについては、小学校の近隣に利用できる施設が存在しないことや、町

内でも特に積雪量が多い地域でもあることから単独の施設の設置が求めら

れていました。 

このような中、元来ゲートボールの休憩所として平成元年に建設された施

設が、平成26年に町に寄附されたため、その後改修して、現在は市木小学校

の放課後児童クラブの施設として利用しています。 

施設は市木小学校にも隣接しており、児童の安全面を考慮する上でも好立

地ではありますが、建築後34年が経過し、老朽化が進んでいます。 

 

【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

 

ウ 基本的な考え方 

市木小学校に隣接する同校区の放課後児童クラブに利用している施設であ

り、児童が放課後を過ごす場として今後も市木小学校が存続する限り、運営及

び施設維持する必要があります。 

運営委託先の瑞穂地域児童クラブ運営委員会も当施設の継続運営を希望さ

れています。 

学校施設との複合化についても、現時点では市木小学校に余裕教室等がない

ことから困難であるが、今後余裕教室が出た時点で複合化について教育委員会

と協議をしながら検討します。集約化については、学校から近在する必要があ

るため困難です。 

  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

子育て支援施設 いちぎ児童クラブ 瑞穂 39.0 昭和63年度 －

39.0合計
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７ 保健・福祉施設 

（１）高齢福祉施設等 

ア 施設の概要 

高齢福祉施設等は７施設あり、安心センターはすみは、高齢者等の自立的

生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図ることを目的

に設置し、邑南町社会福祉協議会を指定管理者として管理、運営を行ってい

ます。 

３つのデイサービスセンターは、在宅の要介護高齢者又は虚弱な高齢者等

に対し、健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の

維持向上を図ることを目的に設置し、瑞穂東デイサービスセンター（高齢者

生きがい活動センター、福祉用具リサイクルセンター併設）、石見デイサービ

スセンターについては邑南町社会福祉協議会、瑞穂西デイサービスセンター

についてはおおなん福祉会を指定管理者として管理、運営を行っています。 

障がい者施設は、障がい者等が地域で自立生活を営むための通所施設であ

り、就労支援事業所の「はあもにぃはうす」と地域活動支援センター・相談

支援事業所の「ハートフルみずほ」の機能を持ち、パン工房や野菜の皮むき

作業等により工賃収入を得ながら就労訓練する場として、多岐にわたる教室、

実習などの日中活動の場として、瑞穂地域を中心に町内全域からの通所利用

者にとって好立地なこともあり必要不可欠な施設となっています。 

高齢福祉施設については築25年～45年が経過し、全体的に老朽化が進行し

ています。 

石見デイサービスセンターについては、平成26年度に石見デイサービスセ

ンター断魚出張所との統合に伴い、大規模改修を実施しました。 

瑞穂東デイサービスセンターについては、平成29年度に屋根の腐食による

修繕工事を行っています。 

また、高齢者ふれあいプラザについては、本館部分を地域みらい課に移管

しおおなんきらりエネルギー株式会社の社屋として活用しているため、現在

は別館のみの指定管理となっています。 

安心センターはすみについては、令和3年度末で羽須美保健センターを用

途廃止し、所管が保健課から医療福祉政策課に替わったため、安心センター

はすみ全体を邑南町社会福祉協議会へ指定管理しています。 
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【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

 

 

 

ウ 基本的な考え方 

対象施設の多くが指定管理により管理運営されています。各地域（旧町村単

位）に設置された通所施設、あるいは、町内全域を対象とした施設であり、い

ずれも福祉関連の各分野において地域住民に必要不可欠な事業を実施する施

設として、存続（概ね耐用年数到達まで施設維持を継続し使用）します。 

保有・管理形態については、原則として指定管理（多くがR15 年度末満了）

を更新する方針ですが、施設の保全状況、利用状況及び運営状況によっては、

譲渡等も視野に入れた指定管理法人等との協議も検討します。 

一方で、近年の利用実態がない知恵工房については、平成30年より休止状態

としており、令和6年度より福祉目的として用途廃止を検討しています。 

 

エ その他 

   上記施設のほか、保健・福祉施設については以下の施設があります。 

  ・ねんりん工房 

  ・旧石見保健センター 

  ・旧桃源の家作業所 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

石見デイサービスセンター 石見 539.5 平成3年度 －

高齢者ふれあいプラザ 石見 362.0 平成10年度 －

瑞穂東デイサービスセンター 瑞穂 1,031.3 昭和63年度 －

瑞穂西デイサービスセンター 瑞穂 1,039.0 平成8年度 －

はあもにぃはうす（旧啓明寮） 瑞穂 2,163.0 昭和52年度 未実施

安心センターはすみ 羽須美 2,986.4 平成4年度 －

知恵工房 羽須美 66.0 平成12年度 －

8,187.2

高齢福祉施設等

合計
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旧石見保健センターについては、医療福祉政策課の普通財産であり、平成

31年度から邑南町社会福祉協議会に無償で貸与しています。そして、令和４

年度からは同施設の一部を薬局として活用するため、民間事業所に貸与して

います。 

その他の施設については、利用がほとんどないものもあり、施設の利用目

的、利用状況、施設の老朽度等総合的に勘案し、将来的に民間譲渡あるいは

廃止について検討を進めていきます。  
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８ 医療施設 

（１）医療施設 

ア 施設の概要 

医療施設は５施設あり、阿須那診療所は、築21年経過し、建物については

屋根を中心に、設備関係については空調設備の老朽化が進んでおり、今後、

施設改修等の老朽化対策が必要です。 

井原診療所は、築47年経過し、建物及び設備の老朽化が進んでおり、特に

建物は耐用年数を超過しており、屋根を中心に今後、施設改修等の老朽化対

策が必要です。 

日貫診療所は、築43年経過し、建物及び設備の老朽化が進んでおり、今後、

施設改修等の対策・検討が必要です。 

矢上診療所は、平成30年度に竣工し、建物及び設備の老朽化はありません。 

邑南町医師住宅は、築49年経過し、令和元年度に改修を行っているものの、

屋根を中心に老朽化が進んでおり、今後、施設改修等の老朽化対策が必要で

す。 

 

【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況（主な施設） 

 

 

ウ 基本的な考え方 

令和 3 年に策定した邑南町地域医療構想では、今後 10 年間、町内医科診療

所の体制を守ることとしています。そのため、阿須那診療所、井原診療所、日貫診

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

井原診療所 石見 130.0 昭和50年度 未実施

日貫診療所 石見 160.0 昭和54年度 未実施

矢上診療所 石見 379.3 平成30年度 －

矢上診療所医師住宅 石見 136.8 令和元年度 －

阿須那診療所 羽須美 406.0 平成13年度 －

1,212.1

医療施設

合計
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療所においては、施設等の長寿命化を図りながら、医療提供できる体制を維持し

ていきます。 

また、将来的には、利用状況及び費用対効果を総合的に検証し、町営バスや

患者輸送バス等の交通手段を確保するなど、近隣の医療機関等において受診が

適うような体制整備も併せて、今後の施設のあり方を検討します。 

邑南町医師住宅については、施設の設置目的、老朽度、利用状況を総合的に

検証し、今後の施設のあり方を検討します。 
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９ 行政系施設 

（１）庁舎等 

ア 施設の概要 

庁舎等は８施設あり、邑南町役場庁舎、は築25年を経過し、建物について

は屋根を中心に、設備関係については全般的に老朽化が進んでおり、今後、

施設改修等の老朽化対策が必要です。 

周辺環境及び財政状況を勘案し、適正な維持管理に努めることが重要です。 

また、町内に約30カ所ある消防車庫は、老朽化が進んでいる施設が多いた

め、今後の施設の適切な維持管理等が課題となります。 

その他は築20年未満のもので特に目立った外観的な損傷もありませんが、

今後、周辺環境及び財政状況を勘案し、適正な維持管理に努めることが重要

です。 

 

【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況（主な施設） 

 

 

ウ 基本的な考え方 

現在、役場庁舎及び各支所は、役場機能のみの施設として運用がなされ

ています。今後町有施設の中長期的な更新・修繕の全体計画の中で、更新

時期が重なる他施設との複合化を視野に入れた検討が必要となります。 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

邑南町役場庁舎 石見 4,194.4 平成6年度 －

邑南町瑞穂支所 瑞穂 604.5 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所車庫A 瑞穂 93.0 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所車庫B 瑞穂 98.1 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所車庫C 瑞穂 34.9 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所倉庫（事業部） 瑞穂 53.0 平成22年度 －

邑南町瑞穂支所マイクロバス車庫 瑞穂 99.0 平成22年度 －

邑南町羽須美支所 羽須美 789.9 平成18年度 －

5,966.8合計

庁舎等
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いずれにせよ統廃合あるいは他施設との複合化に当たっては、行政組織

の見直しや集約化を図るとともに、住民にとってサービスや利便性の向上

が図られるものでなければなりません。 

そのほか、整備に要する費用負担なども考慮し、国や県機関の更新に併

せ、国・県機関との合築なども視野に入れた検討をする必要があります。 

 

（２）その他行政系施設 

ア 施設の概要 

その他行政系施設は１施設あり、ケーブルテレビ放送センターは、地上デ

ジタル放送再送信及び自主放送制作施設として平成20年に建設し翌年度か

ら運営を開始しています。 

建物自体比較的新しく小規模な修繕はあるものの問題はありません。 

 

【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況 

 
 

ウ 基本的な考え方 

施設の適正な維持管理を図るとともに、CATVを取り巻く環境が目まぐるし

く変化する中で今後の情勢等に注視し、運営を含め施設のあり方を検討して

いきます。  

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

その他行政系施設 おおなんケーブルテレビ放送センター 瑞穂 381.1 平成20年度 －

381.1合計
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１０ 公営住宅 

（１）公営住宅 

ア 施設の概要 

公営住宅は48施設あり、平成23年３月に「邑南町公営住宅等長寿命化計画」

を策定（平成30年3月に改訂）し、将来人口・世帯数の動向を踏まえた管理戸

数の調整や既存住宅の長寿命化を推進しています。 

 

【施設一覧】 

 

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

町営町西住宅 石見 191.1 昭和46年度 実施済

町営郡山団地 石見 314.0 昭和42年度 実施済

町営郡山2号団地 石見 511.3 昭和48年度 平成17年度

町営御謝山住宅 石見 413.4 昭和17年度 実施済

町営幸米住宅 石見 170.0 昭和46年度 実施済

町営青葉住宅 石見 879.4 昭和47年度 実施済

町営天蔵寺住宅 石見 302.2 昭和48年度 実施済

町営七日市住宅 石見 565.0 昭和49年度 実施済

町営矢上住宅 石見 277.3 昭和51年度 実施済

町営日和住宅 石見 388.2 昭和51年度 実施済

町営日貫住宅 石見 409.2 昭和51年度 実施済

町営京町住宅 石見 221.8 昭和53年度 昭和59年度

町営矢上団地 石見 3,049.0 昭和51年度 未実施

町営森実住宅 石見 690.7 平成3年度 未実施

特定優良賃貸住宅　森実団地 石見 152.3 平成30年度 未実施

町営日南原２号団地 石見 827.4 平成18年度 未実施

特定公共賃貸住宅日南原２号団地 石見 331.2 平成18年度 未実施

若者定住住宅日貫団地 石見 305.5 平成19年度 未実施

高原住宅（Ｓ４８建設） 瑞穂 193.5 昭和48年度 －

高原住宅（Ｓ５４建設） 瑞穂 315.7 昭和54年度 －

出羽住宅（Ｓ４８建設） 瑞穂 193.5 昭和48年度 －

出羽住宅（Ｓ５３建設） 瑞穂 277.3 昭和53年度 －

順庵原住宅 瑞穂 434.7 昭和47年度 実施済

市木住宅 瑞穂 277.3 昭和53年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５４） 瑞穂 315.7 昭和54年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５５） 瑞穂 631.2 昭和55年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５６） 瑞穂 649.2 昭和56年度 実施済

町営瑞芽住宅（Ｓ５７） 瑞穂 459.5 昭和57年度 －

町営三本松住宅 瑞穂 2,315.2 昭和58年度 －

町営十日市住宅 瑞穂 3,054.2 昭和62年度 －

町営段の原住宅 瑞穂 1,069.8 昭和63年度 －

町営市木町住宅 瑞穂 432.9 平成4年度 －

特定公共賃貸住宅新段の原団地 瑞穂 431.0 平成8年度 －

特定公共賃貸住宅　中組団地 瑞穂 517.6 平成10年度 －

町営住宅　中組団地 瑞穂 140.3 平成29年度 －

地域優良賃貸住宅　中組団地 瑞穂 165.5 平成30年度 －

若者定住促進住宅立町団地 瑞穂 720.4 平成14年度 －

市木ＵＩターン者定住促進住宅 瑞穂 286.4 平成24年度 －

公営住宅
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分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

布施団地 瑞穂 142.3 平成28年度 －

高原団地 瑞穂 71.1 令和4年度 －

坂谷団地 羽須美 454.1 昭和53年度 実施済

細里町営住宅 羽須美 241.0 昭和51年度 実施済

田本第二住宅 羽須美 665.5 昭和62年度 －

特定公共賃貸住宅　戸谷団地 羽須美 345.3 平成14年度 －

若者定住住宅ニュータウン土居 羽須美 377.6 平成13年度 －

若者定住住宅ニュータウン阿須那町 羽須美 188.8 平成16年度 －

町営土居団地 羽須美 81.5 昭和62年度 －

公営住宅根布団地 羽須美 71.1 令和2年度 －

25,518.2合計

公営住宅



 

78 

イ 財務及び利用の状況 

  

 

ウ 基本的な考え方 

公営住宅は、邑南町公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存ストックの計

画的な修繕や維持管理を行うとともに、耐用年限を超過した既存ストックの

建替えや集約化・解体を進めます。 
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１１ その他 

（１）その他 

ア 施設の概要 

その他施設は19施設あり、羽須美スクールバス車庫は、現在、スクールバ

スの車庫と乗務員待機所として利用されています。 

また、旧路線バス車庫（下田所）は、老朽化が著しく現在は利用していな

い状態であるため、令和6年度に解体する予定です。 

矢上駅は平成30年に建替えを行いました。 

邑南町研修施設「邑学館」は、平成23年に建設され,現在は、10年以上経過

し、今後継続的に修繕や改修が必要となることが見込まれます。また、令和

2年度に施設改修した第三邑学館（旧香賓館）を新たに研修施設として整備し、

令和3年度から利用者が増えたときに活用しています。また、令和5年度設置

の第二邑学館（新館）は、研修施設の利用環境改善を目的に整備しました。

3つの研修施設を継続して管理運営していく必要があり、施設管理方法や利

用方法も含めて一体的に管理する必要があります。 

瑞穂バスターミナル及びスクールバス事務所・車庫は、瑞穂地域を運行す

る町営バス・スクールバスの車庫、乗務員の待機・事務所として利用されて

います。 

斎場は、３施設全てが建設から30年近く経過しており、老朽化が進んでい

ます。火葬炉設備は火葬炉などの設備点検に重点を置き、火葬中に故障しな

いよう予防的修繕を計画的に行っています。各斎場とも耐用年数を超えた設

備（炉の耐用年数は10年）ですが、多額の更新費用がかかるため部分修繕で

対応しています。 
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【施設一覧】 

 

 

イ 財務及び利用の状況（主な施設） 

 

  

ウ 基本的な考え方 

その他施設は、適正に管理し、引き続き施設の長寿命化に努めます。 

旧路線バス乗務員待機場所は、再建築予定はありません。 

旧路線バス車庫（下田所）は老朽化が著しく現在の建物は取り壊すことを

分類 施設名 地区
延べ床

面積（㎡） 竣工 耐震補強

下京倉庫 石見 166.0 昭和53年度 未実施

矢上公民館倉庫 石見 187.0 平成16年度 －

矢上駅 石見 47.9 平成29年度 －

宿泊研修施設「邑学館」 石見 608.3 平成22年度 －

邑南町斎場「水晶苑」 石見 296.2 平成6年度 －

第二邑学館 石見 1,159.3 令和5年度 －

第三邑学館（旧香賓館） 石見 243.8 平成4年度 －

路線バス乗務員待機所 瑞穂 100.0 昭和44年度 未実施

路線バス車庫（下田所） 瑞穂 180.0 昭和44年度 未実施

邑南町斎場「紫光苑」 瑞穂 385.8 平成5年度 －

除雪機格納庫 瑞穂 528.0 平成25年度 －

邑南町立久喜体育館 瑞穂 338.0 平成16年度 －

旧邑南町役場瑞穂支所（中央集会書庫） 瑞穂 756.0 昭和46年度 未実施

旧邑南町役場瑞穂支所 瑞穂 209.4 昭和34年度 実施済

石見高原駅 瑞穂 16.6 令和2年度 －

邑南町斎場「やすらぎ苑」 羽須美 243.8 平成7年度 －

羽須美スクールバス車庫 羽須美 129.0 平成3年度 －

町営バス口羽車庫 羽須美 109.5 平成27年度 －

口羽地区公衆便所 羽須美 41.6 平成28年度 －

5,746.0

その他

合計
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検討しています。 

矢上駅は、今後の施設の利用状況及び築年数を鑑みて、施設の継続・廃止

について検討します。 

旧高齢者ふれあいプラザ雲海の一部をおおなんきらりエネルギー(株)の

事務所として賃貸しています。施設の利用状況及び築年数を鑑みながら、必

要に応じて修繕しながら施設の長寿命化に努めます。 

邑南町研修施設は、「邑南町研修施設条例」に沿った運営・管理が必要です。

今後も必要に応じて修繕しながら施設の長寿命化に努めます。 

また、邑南町立久喜体育館は設置目的と実情が適合していないため、体育

館条例から外し、隣接する久喜林間学舎と併せ今後の施設管理について検討

します。 

斎場は、建設後30年近く経過しており、経年劣化による部品の交換や老朽

化による設備修繕等の費用は増加傾向にあります。現在、３施設で４基の火

葬炉を有していますが（水晶苑１基、紫光苑２基、やすらぎ苑１基）、必要火

葬炉数の算定で、理論上必要な火葬炉数が3 基であることが分かっています。

今後は、施設の利用状況等を踏まえて、施設の統廃合も含めた再建築計画、

あるいは民間委託経営等も視野に入れた多角的な検討を行います。 

 

エ その他 

上記施設のほか、その他施設については以下の施設があります。 

・生活改善センター 

多目的な用途で倉庫として利用していますが、施設の利用目的、利用状況、

施設の老朽度等総合的に勘案し、将来的には廃止について検討を進めていき

ます。 
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１２ インフラ 

（１）道路 

ア 概要 

これまでに本町が整備してきた道路の農林道も含めた総延長距離は、令

和5年3月末現在で888,820ｍです。 

 

○公共施設の定期点検 

通常の維持管理は邑南町道路パトロール要綱に基づき行っていま

す。また、橋梁などの重要構造物については長寿命化修繕計画に基づ

き5年に1回の近接点検を実施しています。 

○管理技術のノウハウの蓄積と体制強化 

維持管理業務を行う上で技術の向上は勿論のこと、ノウハウを蓄積

し的確に業務を行う体制強化が必要となっています。 

○改良事業重視から維持管理重視へ 

道路等の社会インフラの投資を行う上で、改良事業の方が経済的側

面等から優位とする施策から、維持管理を優先する施策の見直しが必

要となっています。 

 

 

イ 基本的な方針 

○島根県・民間企業等と連携した維持管理業務の構築 

人の経験だけに依存した点検や維持管理から、業務を円滑かつ適正に

サポートするシステムの開発や管理委託などが必要不可欠です。 

〇公共施設等の長寿命化による財政負担の軽減・平準化 

公共施設等の維持管理を適切に実施して長寿命化を図ることで、建替

え・更新費用を抑え、その時期を分散することにより、財政負担の軽減

と年度間の平準化を図ります。 

・調査・点検の実施及び安全確保  

・維持管理・修繕・更新等の実施（長寿命化）  

・耐震化の実施 

〇取組体制の構築及び情報管理・共有方策等 

公共土木施設の管理については、別途、個別施設計画を策定して基本

的な方針を定めます。 
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（２）橋りょう 

ア 概要 

本町が管理している橋りょうは令和5年3月末現在で511橋、総面積

29,581㎡です。 

町道橋は、生活及び産業の基盤となる重要なインフラであり、住民生活

や地域の経済活動を支えています。併せて、町民ニーズの多様化への対応

やサービス向上のため、今後も多様な需要が見込まれており、そのため、

予防的な補修によって長寿命化を図るとともに、低コストで最適な維持管

理を行うアセットマネジメントに取り組んでいます。 

本計画では、町道・橋りょうの計画的・効率的な維持管理並びにコスト

の平準化・抑制に取り組み、今後も継続して安心・安全をはじめとする適

切なサービスを提供していく必要があります。 

 

イ 基本的な方針 

〇点検・診断等の実施 

１回/５年の近接目視による定期点検・診断や災害発生時の異常時点

検を実施します。 

〇維持管理・修繕・更新等の実施 

定期点検・診断等をもとに、各道路施設の特性に応じた維持管理区

分（状態基準保全型、時間基準保全型、観察維持型）に分類し、施設

の維持管理方法を見直すことで経費の削減に努め、中長期を見据え

た、計画的・効率的な維持管理を施行します。 

〇安全確保の実施 

道路パトロールを実施することで、安全な道を形成します。また、

日常点検・定期点検等により危険性が認められた道路施設において

は、直ちに利用（交通）規制等を行うとともに、早期復旧工事を施工

し、安心・安全な道路の確保を行います。 

〇耐震化の実施 

緊急輸送道路及び緊急輸送道路補助路線の震災時における町道・橋

りょうの寸断は、短期的には救助・復興活動に大きな影響を与え、長

期的にも地域活動に与える影響が大きいことから、老朽化対策と併せ

て耐震化方針についても検討を進めていきます。 

〇長寿命化の実施 

『予防保全型』にするか『事後保全型』にするかを検討し、長寿命

化計画を策定します。この計画に基づき、修繕を施工していき、工事

費の縮減や平準化を行います。また、アセットマネジメントとともに
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道路のあり方を検討しつつ、維持管理方法の適切化を図っていきま

す。 

〇統合や廃止の推進方針 

次に該当する場合、廃止等を検討します。 

・他の道路の新設により不要となる場合 

・国道又は県道として、国又は県に移管する場合 

・路線の見直しにより、新たに認定替えする場合 

・周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により廃止して

も公益上支障がないと認められる場合 など 

 

（３）農道 

ア 概要 

主な施設 一定要件農道、普通農道、農道橋、トンネル 

邑南町が整備した農道は、戦後の食料増産や高度経済成長の時代に急速

に整備が進められたため、近年、耐用年数を超過した施設が急増していま

す。食料生産を支える重要なインフラであるのみならず、農村地域の防災・

減災といった公益的な役割も果たしていることから、効率的な補修・更新

に取り組み、これらの機能の将来にわたる安定的な発揮を図る必要があり

ます。 

 

イ 基本的な方針 

施設の点検・診断とこれに基づく補修・更新を継続的に行っていくスト

ックマネジメントサイクルを確立します。 

また、全長１５ｍ以上の農道橋、トンネルについては個別施設計画を策

定し、近接目視、打音検査等の点検・診断を５年に１度行い、必要な場合

は維持保全や更新を行います。 

 

（４）農業用水利施設 

ア 概要 

主な施設 ため池、頭首工、揚排水機 

農業水利施設についても、農道と同様に近年、耐用年数を超過した施設

が急増しています。ため池については老朽化や耐震性の不足、また高齢化

や人口減少による管理不足により、対策が必要なため池が多く存在します。 

 

イ 基本的な方針 

農業水利施設改修計画を作成し、土地改良区体制強化事業により４年～
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５年に１回施設診断を行い、適正な維持管理による機能の保全を図ります。 

ため池については、決壊した場合の危険度が高いため池67カ所を「防災

重点農業用ため池」に指定しました。これらについては、耐震、洪水時調

査を行い、危険度を判定した上で維持管理、修繕、また使用していないた

め池については、受益者との協議の上廃止工事を行います。 

 

（５）林道 

ア 概要 

主な施設 自動車道（１級、２級、３級）、軽車道、林道橋、隧道（トン

ネル） 

自動車道の中で一定要件林道については、重要度を勘案して、竹木等の

伐採及び補修を実施している状況です。その他林道については、利用者と

の共同により施設管理を行っている状況です。施設の機能保全を図るため、

定期的な点検を行い計画的な修繕を行っていく必要があります。 

 

イ 基本的な方針 

一定要件林道については、引き続き重要度を勘案して竹木等の伐採及び

補修を計画的に実施します。定期的な点検・診断等を実施し計画的な維持

管理を行うことにより、トータルコストの縮減と平準化を図ります。 

 

（６）下水道 

ア 概要 

下水道の整備は、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、簡易排

水施設、小規模集合排水処理施設、個別排水処理施設の整備を完了してい

ます。また、浄化槽市町村整備推進事業による浄化槽の整備を実施してい

ます。汚水処理人口普及率については県平均を上回っていますが、下水道

は生活に欠かせない重要なインフラ施設であり、今後も引き続き普及率向

上に取り組むとともに、維持費用の縮減に努め、経営の安定化を図ります。 

 

イ 基本的な方針 

下水処理については環境行政に関心が高まる中、引き続き浄化槽の整備

を進め、水質保全に努めます。また、老朽化が進む下水施設については、

下水道施設全体のストックマネジメント計画により、予防保全的な管理と

計画的な改築を推進します。 
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（７）上水道 

ア 概要 

給水区域内人口は、平成22年度に10,359人でしたが年々減少し、令和2年

度には9,018人となっています。この10年間で給水区域内人口が13.0%減少

しています。 

一方、一日最大給水量は、年度によっては事故や漏水による増加が見受

けられますが、給水人口同様に減少傾向となっています。有収水量も、人

口減少に加え節水型機器の普及などにより減少傾向にあります。 

有収水量は、給水収益に直結しており、このまま減少が進行すると施設

の更新や維持管理に必要な費用が不足し、安定した水道水の供給が難しく

なることが見込まれます。 

 

イ 基本的な方針 

『邑南町水道事業ビジョン（令和3年度策定）』に基づき、計画的な更

新投資により水道施設の維持、管理を行い老朽化に伴う事故防止等を図っ

ていきます。 

また、水道施設の更新においては将来的な給水人口の減少を考慮し施設

の統廃合、施設更新に合わせたダウンサイジングの検討、ランニングコス

トに見合う施設の整備等を視野に計画的に効率的な更新に努めていきま

す。 

水道事業会計としてアセットマネジメント、水道事業ビジョンに基づき

経営の健全化を図りながら計画的な施設の更新・維持管理を行います。 

 

 

(８) 通信施設（光伝送路、防災行政無線） 

①光伝送路 

ア 概要 

光伝送路を構成している光ファイバケーブルは、法定耐用年数（10年～

20年）よりも耐久性が高いため、一度敷設すると25～30年程度は使用する

ことが可能と考えられており、全国でも光ファイバケーブルを張り替えた

事例は今のところ少ない状況にあります。 

本町は総延長458kmの光ファイバケーブルを有し、初期に敷設したもの

は16年を経過していますが、今のところ目立った品質低下もなく十分使用

可能な状態であります。令和５年３月末現在のケーブルテレビ加入件数は

5,054件です。 
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イ 基本的な方針 

光伝送路の長寿命化に向けた点検、維持管理を実施し、耐用年数での更

新ではなく、部分的な更新や芯線不足での追い張り等、必要と判断された

部分のみの更新を行きます。 

 

②防災行政無線 

ア 概要 

合併直後の平成17年に同報系アナログ防災行政無線を整備し使用して

きましたが、電波法等の改正に伴い、令和２年度にデジタル方式へ設備を

更新しています。 

 

イ 基本的な方針 

防災行政無線は災害対応の機器・システム類であるため、常に機器を

正常に稼働させる必要があり、今後も引き続き点検・維持管理を行ってい

きます。 

防災行政無線設備の耐用年数は 15 年程度が見込まれていますが、 

将来の更新時期については耐用年数での更新ではなく、点検・維持管 

理の中で見極めることとし、長期利用を目的に予防保全を行います。 
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第７ フォローアップの実施方針 
１ PDCA サイクルに基づいたマネジメント 

総合管理計画で策定した各種方針を効果的・効率的に実行していくために、

Plan（計画）、Do（計画の実行）、Check（進捗管理）、Action（マネジメントの

改善）のサイクル（PDCA サイクル）に基づいたマネジメントを行います。 

公共施設の見直しの際には、施設類型ごとに配置状況、老朽化、耐震性、利

用状況やコストの観点から施設評価を検討します。 

施設評価に基づいて、本町における施設類型ごとの公共施設のあり方を検討

するとともに、PDCA サイクルの機能のひとつとしてマネジメントに活用します。 

また、総合管理計画は計画期間を30年としていますが、10年ごとに進捗状況

を総合的に評価・検証し、必要に応じて計画を更新します。 

 

２ 町民及び議会との情報共有 

公共施設等のあり方の見直しは今後の本町の自立したまちづくりにとって

非常に重要なものであり、計画の実行に当たっては町民や議会をはじめ関係機

関と情報を共有し、共に進めることが重要と考えています。 

そのため、本計画の内容や趣旨について、町民・議会・行政が共有し、共に

計画を推進できるように、町広報誌やホームページでの情報提供だけでなく町

民説明会や議会での定期的な報告等を進めていきます。 
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参考 用語解説（５０音順） 
用語 解説 

アセットマネジメント 

 

資産（アセット）を管理・運用（マネジメ

ント）することの意味で、公共施設等にお

いては、施設・設備を資産として捉え、そ

の老朽化・劣化等を将来にわたって予測す

ることにより、効果的・効率的な維持管理

を行うこと。 

インフラ（infrastructure） 公共施設のうち、町の活動を支える道路・

橋梁等の交通施設や上下水道等の施設の総

称。 

基金 特定の目的のために財産を維持し、資金を

積み立て、又は定額の資金 

を運用するために設けられる資金又は財産

のこと。 

行政財産  地方公共団体において、公用（町が事務又

は事業を執行するために直接使用するも

の）又は公共用（住民が共同利用するも

の）に供し、又は供することを決定した財

産のこと。  

公営企業  地方公共団体が設置・経営する企業のこと

で、上水道や下水道等、地域住民の日常生

活に欠かすことのできないサービスを提供

しています。受益者からの料金収入により

独立採算制で運営することが原則で、企業

活動としての経済性を発揮し、常に能率的

かつ合理的な経営に努めなければならない

とされています。  

公共施設等 

 

公共施設、公用施設その他の当該地方公共

団体が所有する建築物その他の工作物を言

います。具体的には、いわゆるハコモノの

ほか、道路・橋りょう等の土木建築物、公

営企業の施設（上水道、下水道等）、プラ

ント系施設（廃棄物処理場、浄水場、汚水

処理場等）等も含む包括的な概念です。  
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公共施設マネジメント 地方公共団体等が保有し、又は借り上げて

いる全公共施設を、自治体経営の視点から

総合的かつ統括的に企画、管理及び利活用

する仕組み。 

公債費 地方自治体が借り入れた地方債（公共施設

や道路、水道、下水道等の整備に充てた借

入金）の元利償還額と一時借入金の利息の

合計。 

固定資産台帳  固定資産を、取得から処分に至るまで、そ

の経緯を個々の試算ごとに管理するための

帳簿のことで、保有する全ての固定資産に

ついて、取得価額、耐用年数等の情報を網

羅的に記載するもの。  

個別施設計画 公共施設等総合管理計画に示した基本的な

考え方に基づいて、各施設の利用状況・老

朽化等の状況を把握した上で、各施設の具

体的な管理方針を定め、計画的な大規模修

繕、長寿命化、施設の統廃合、集約化、複

合化、機能化を図るものとして計画するも

の。 

事後保全型管理  施設の機能や性能に関する明らかな不都合

が生じてから修繕を行う管理手法のこと。  

指定管理者制度  地方公共団体の指定を受けた民間事業者、

ＮＰＯ法人、ボランティア団体等が公の施

設の管理・運営を行う制度のこと。  

集約化 

 

用途が同種あるいは類似している複数の施

設を１つの施設にまとめること。 

受益者負担  特定のサービスを受ける者に、受益に応じ

た負担を求めること。  

ストックマネジメント  既存の施設（ストック）や構造物を有効に

活用し、長寿命化を図る体系的な手法のこ

と。  

地方公会計 地方公共団体において、民間企業の会計手

法（発生主義会計）の考え方を取り入れた

公会計制度のこと。 
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地方交付税 国が収納した地方税の一部を地方団体間の

財源の均衡を図るため、一定の基準により

国が交付するもの。 

地方創生  国と地方公共団体が一体となり、安定した

雇用の場や、地方への人の流れを生み出す

ことにより、人口減少に歯止めをかけ、活

力ある地域社会の創生を目指すもの。 

多機能化 １つのスペースを時間等で区分し、異なる

用途の施設として利用すること。 

脱炭素化 地球温暖化の原因となっている温室効果ガ

スの排出を削減してゼロにすること。 

投資的経費 道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設

等、社会資本の整備に要する経費のこと。  

普通建設事業費、災害復旧事業費から構成

されています。 

ＰＦＩ  

（Private Finance Initiative）  

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

することで、効率化やサービス向上を図る

公共事業の手法のこと。  

ＰＰＰ  

（Public Private Partnership)  

公共サービスの提供に民間が参画する手法

を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間の

ノウハウを利用し、効率化や公共サービス

の向上を目指すもの。手法として、ＰＦ

Ｉ、指定管理者制度、包括的管理委託等が

あります。  

複合化 

 

用途が異なる複数の施設を１つの施設にま

とめること。 

扶助費  生活保護、児童福祉、老人福祉、身障者福

祉に関する給付額で、主に法令により支出

が義務付けられている経費。 

普通財産  行政財産以外の財産のこと。行政財産と異

なり、直接的に行政執行上の手段として使

用されるものではなく、主として「経済的

価値の発揮」を目的としており、経済的価

値を保全発揮することによって、間接的に
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行政執行に貢献させるため、管理処分され

るべき性質を持つ財産です。  

メンテナンスサイクル  「点検→診断→措置→記録→（次の点

検）」という業務サイクルを構築すること

で、長寿命化計画等の内容を充実し、予防

保全型の管理を進めるもの。  

ユニバーサルデザイン あらかじめ障がいの有無、年齢、性別、人

種等にかかわらず多様な人々が利用しやす

いよう、町や生活環境をデザインする考え

方です。 

ライフサイクルコスト  

（LCC）  

建築物、構造物等の企画・設計から、建

設・維持管理・解体までの過程で、必要と

なる経費の総額で、生涯費用とも呼ばれま

す。  
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